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はじめに 

 

 １ 趣旨 

本計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和 3年法律第 19号）第 8

条第 1項の規定に基づき定めるものである。 

 

２ 対象地域 

花巻市、稗貫郡大迫町、同郡石鳥谷町及び和賀郡東和町の 1 市 3 町が平成 18 年 1月 1日に

合併した。本計画の対象地域は、同法第 3 条第 1 項の規定により過疎地域とみなされる花巻

市大迫地区及び東和地区（旧大迫町及び旧東和町の区域）とする。 
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１ 基本的な事項 

（１）市の概況 

ア 市の自然的、歴史的、社会的及び経済的諸条件の概要 

(ア) 花巻市全域 

本市は、岩手県のほぼ中央に位置し、総面積は 908.39k ㎡で、そのうち、過疎地域 2

地区(大迫地区、東和地区)の面積は、404.35k㎡と市全体の概ね 45％を占めている。 

地域内には、北上川が流れ、早池峰国定公園や花巻温泉郷県立自然公園等、県を代表

する豊かな自然環境が広がるとともに、豊富な温泉群を有している。 

また、宮沢賢治や萬鉄五郎等の世界的に著名な先人を輩出するとともに、早池峰神楽

や鹿踊りなどの郷土芸能や南部杜氏、さき織り、ホームスパン等の優れた技術が多く伝

えられている。 

さらに、県内唯一の空港があり、また東北新幹線や東北縦貫自動車道、東北横断自動

車道等の高速交通網が整備されるなど、北東北の高速交通網の結節点という極めて恵ま

れた拠点性を有している。 

 

(イ) 過疎地域 

a 大迫地区 

本地区は、市の中心部から北東へ約 26km に位置し、地区の北東部には北上山系の最

高峰、高山植物の宝庫として知られる早池峰山があり、この地域一帯は国定公園に指

定されている。地区の南西方向に流れる稗貫川と南部を流れる中居川流域沿いには、

平坦地が開けている。 

総面積は 246.84ｋ㎡で、最長部で東西 25.1 ㎞、南北 19.5 ㎞あり、うち約 80％が山

林原野で複雑な地形を形成している。 

交通条件としては、花巻空港、東北縦貫自動車道インターチェンジ、ＪＲ東北本線

花巻駅及び東北新幹線新花巻駅などの主要交通施設と、約 30 分程度で結ばれ、比較的

恵まれた状況にある。 

 

ｂ 東和地区 

本地区は、市の中心部から東へ約 12 ㎞に位置し、地区の中央部を西流する北上川支

川猿ヶ石川及び北部を西流する同支川添市川の流域には平坦地が開け、市街地及び農

耕地が形成されている。 

総面積は 157.51ｋ㎡で、東側には北上山系に属する急峻な山岳が縦走し、北側及び

南側には同山系から西方に向けて比較的穏やかな山岳及び丘陵が連鎖しており、地区

の約 60％が森林で占められている。 

道路網は、近隣市間を結ぶ国道 283 号、107 号、456号及びこれらと交差する形の主

要地方道盛岡大迫東和線、北上東和線等の県道のほか、「東北横断自動車道釜石秋田線」

が全線整備された。 
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イ 市における過疎の状況 

大迫地区の人口は、昭和 30 年に町村合併により大迫町として発足した当時の 11,204 人

をピークに減少し続け、平成 27 年には 5,331人と大幅な減少（△52.4％）となっている。 

一方、東和地区の人口は、昭和 30 年の 16,851人をピークに減少し続け、平成 27年には

8,754人と大幅な減少（△48.1％）となっている。 

いずれの地域においても、若年層を中心とした人口減少と高齢者比率の増大が著しく、

今後もこの傾向は続くものと予想される。 

そのような中にあって、過疎対策としては、生活・環境基盤の整備を中心に、生産基盤、

交通通信体系、教育文化施設の整備等総合的な過疎対策事業を計画的かつ積極的に推進し

てきた。その結果、道路交通網の整備をはじめ、生産基盤や生活環境の施設整備等が進み、

特に、道路改良率や舗装率、水道普及率や水洗化率は大幅に向上し、過疎対策は着実に成

果を挙げてきている。 

 

ウ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性及び市の社会経済的発展の方向の概要 

    本地域の就業者は、産業構造の社会的変化に伴い、第一次産業から第三次産業へのシフ

大迫地区 

東和地区 

花巻市全域 
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トが著しく、地域における産業構造は、近年大きく変化してきている。 

基幹産業である農林業は、担い手の高齢化や後継者不足に加え、輸入農畜産物の急増等

による農畜産物価格の低迷や木材の安定供給、食品に対する消費者の不安への対応等多く

の課題を抱えている。自然環境の保全や食の安全性などが重要視される中で、農林業の役

割が改めて認識されるようになってきていることから、生産の効率性を図るとともに、地

域特性を活かした農林業を展開していくことが必要である。 

商業については、小規模経営が主体であることから、多様化する消費者ニーズへの対応

に限界があり、中心商店街の空洞化が進んでいる。地域の特性を活かした空き店舗対策や

賑わいづくりを推進し、売り上げ増や顧客拡大につなげていく必要がある。 

また、本地域は、恵まれた高速交通網を活かした企業誘致、新規産業の創出、既存企業

の育成と地場産業の振興により、地域特性を活かした新たな産業構造を構築し、雇用の拡

大と地域産業の活性化に取り組んでいく必要がある。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

  ア 人口 

(ア) 花巻市全域 

本市の総人口は、令和 6 年 3 月末日現在における住民基本台帳人口（外国人住民を除

く）において 89,796 人であり、平成 28年 3 月末日現在に比し、8.4％の減少となってい

る。 

また、年齢階層別人口については、過去 30 年間（平成 2年から令和 2年）の国勢調査

の増減をみると、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64 歳）のいずれも減少して

いる一方、老年人口（65歳以上）は増加が続いている。 

 

(イ) 過疎地域 

    ａ 大迫地区 

令和 6年 3月末日現在における住民基本台帳人口（外国人住民を除く）は、平成 28

年 3 月末日現在に比し、21.0％減の 4,294 人となっており、男女別には、男 20.2％、

女 21.7％の減少となっている。 

また、年齢階層別人口の構成比は令和 2 年の国勢調査において、年少人口 6.3％、

生産年齢人口 46.7％、老年人口 47.0％であり、平成 27年に比し、年少人口が 27.2％、

生産年齢人口が 18.5％、老年人口が 1.7％の減少となっている。 

 

ｂ 東和地区 

令和 6年 3月末日現在における住民基本台帳人口（外国人住民を除く）は、平成 28

年 3 月末日現在に比し、16.5％減の 7,438 人となっており、男女別には、男 16.0％、

女 17.0％の減少となっている。 

また、年齢階層別人口の構成比は、令和 2年の国勢調査において、年少人口 9.6％、

生産年齢人口 47.7％、老年人口 42.7％であり、平成 27年に比し、年少人口が 21.9％、

生産年齢人口が 15.5％の減少、老年人口が 0.8％の増加となっている。
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表 1-1（1） 人口の推移（国勢調査） 

【大迫地区】

実　数 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　総　　数 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

10,690 - 10,145 ▲ 5.1 9,250 ▲ 8.8 8,555 ▲ 7.5 8,289 ▲ 3.1 8,053 ▲ 2.8
　０歳～14歳

3,587 - 2,972 ▲ 17.1 2,314 ▲ 22.1 1,848 ▲ 20.1 1,567 ▲ 15.2 1,477 ▲ 5.7
　15歳～64歳

6,368 - 6,317 ▲ 0.8 5,954 ▲ 5.7 5,660 ▲ 4.9 5,528 ▲ 2.3 5,272 ▲ 4.6
うち
 15歳～29歳(a) 2,310 - 2,045 ▲ 11.5 1,740 ▲ 14.9 1,579 ▲ 9.3 1,417 ▲ 10.3 1,228 ▲ 13.3

　65歳以上
 (b) 735 - 856 16.5 982 14.7 1,047 6.6 1,194 14.0 1,304 9.2

  (a)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　若年者比率 21.6 - 20.2 - 18.8 - 18.5 - 17.1 - 15.2 -

  (b)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　高齢者比率 6.9 - 8.4 - 10.6 - 12.2 - 14.4 - 16.2 -

実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　総　　数 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

7,873 ▲ 2.2 7,464 ▲ 5.2 6,949 ▲ 6.9 6,585 ▲ 5.2 5,942 ▲ 9.8 5,331 ▲ 10.3 4,686 ▲ 12.1
　０歳～14歳

1,354 ▲ 8.3 1,105 ▲ 18.4 885 ▲ 19.9 704 ▲ 20.5 547 ▲ 22.3 408 ▲ 25.4 297 ▲ 27.2
　15歳～64歳

4,971 ▲ 5.7 4,551 ▲ 8.4 3,993 ▲ 12.3 3,657 ▲ 8.4 3,188 ▲ 12.8 2,686 ▲ 15.7 2,189 ▲ 18.5
うち
 15歳～29歳(a) 1,080 ▲ 12.1 965 ▲ 10.6 915 ▲ 5.2 843 ▲ 7.9 624 ▲ 26.0 504 ▲ 19.2 374 ▲ 25.8

　65歳以上
 (b) 1,548 18.7 1,808 16.8 2,071 14.5 2,224 7.4 2,206 ▲ 0.8 2,237 1.4 2,200 ▲ 1.7

  (a)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　若年者比率 13.7 - 12.9 - 13.2 - 12.8 - 10.5 - 9.5 - 8.0 -

  (b)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　高齢者比率 19.7 - 24.2 - 29.8 - 33.8 - 37.1 - 42.0 - 46.9 -

【東和地区】

実　数 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　総　　数 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

15,869 - 14,383 ▲ 9.4 12,935 ▲ 10.1 12,299 ▲ 4.9 12,243 ▲ 0.5 12,044 ▲ 1.6
　０歳～14歳

5,279 - 3,999 ▲ 24.2 2,878 ▲ 28.0 2,417 ▲ 16.0 2,410 ▲ 0.3 2,420 0.4

　15歳～64歳
9,611 - 9,192 ▲ 4.4 8,629 ▲ 6.1 8,328 ▲ 3.5 8,107 ▲ 2.7 7,718 ▲ 4.8

うち
 15歳～29歳(a) 3,402 - 2,869 ▲ 15.7 2,612 ▲ 9.0 2,394 ▲ 8.3 2,070 ▲ 13.5 1,646 ▲ 20.5

　65歳以上
 (b) 979 - 1,192 21.8 1,428 19.8 1,554 8.8 1,726 11.1 1,906 10.4

  (a)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　若年者比率 21.4 - 19.9 - 20.2 - 19.5 - 16.9 - 13.7 -

  (b)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　高齢者比率 6.2 - 8.3 - 11.0 - 12.6 - 14.1 - 15.8 -

実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　総　　数 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

11,685 ▲ 3.0 11,123 ▲ 4.8 10,710 ▲ 3.7 10,054 ▲ 6.1 9,378 ▲ 6.7 8,754 ▲ 6.7 7,876 ▲ 10.0
　０歳～14歳

2,171 ▲ 10.3 1,694 ▲ 22.0 1,349 ▲ 20.4 1,156 ▲ 14.3 1,096 ▲ 5.2 963 ▲ 12.1 752 ▲ 21.9
　15歳～64歳

7,218 ▲ 6.5 6,628 ▲ 8.2 6,177 ▲ 6.8 5,651 ▲ 8.5 5,151 ▲ 8.8 4,446 ▲ 13.7 3,757 ▲ 15.5
うち
 15歳～29歳(a) 1,457 ▲ 11.5 1,490 2.3 1,582 6.2 1,372 ▲ 13.3 1,020 ▲ 25.7 818 ▲ 19.8 710 ▲ 13.2

　65歳以上
 (b) 2,296 20.5 2,801 22.0 3,184 13.7 3,247 2.0 3,129 ▲ 3.6 3,336 6.6 3,364 0.8

  (a)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　若年者比率 12.5 - 13.4 - 14.8 - 13.6 - 10.9 - 9.3 - 9.0 -

  (b)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　高齢者比率 19.6 - 25.2 - 29.7 - 32.3 - 33.4 - 38.1 - 42.7 -

令和2年

令和2年

昭和60年

区　　　　分
平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

区　　　　分
昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年

昭和60年

区　　　　分
平成2年 平成17年 平成22年平成12年平成7年 平成27年

区　　　　分
昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年
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【過疎地域合算】

実　数 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　総　　数 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

26,559 - 24,528 ▲ 7.6 22,185 ▲ 9.6 20,854 ▲ 6.0 20,532 ▲ 1.5 20,097 ▲ 2.1
　０歳～14歳

8,866 - 6,971 ▲ 21.4 5,192 ▲ 25.5 4,265 ▲ 17.9 3,977 ▲ 6.8 3,897 ▲ 2.0
　15歳～64歳

15,979 - 15,509 ▲ 2.9 14,583 ▲ 6.0 13,988 ▲ 4.1 13,635 ▲ 2.5 12,990 ▲ 4.7
うち
 15歳～29歳(a) 5,712 - 4,914 ▲ 14.0 4,352 ▲ 11.4 3,973 ▲ 8.7 3,487 ▲ 12.2 2,874 ▲ 17.6

　65歳以上
 (b) 1,714 - 2,048 19.5 2,410 17.7 2,601 7.9 2,920 12.3 3,210 9.9

  (a)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　若年者比率 21.5 - 20.0 - 19.6 - 19.1 - 17.0 - 14.3 -

  (b)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　高齢者比率 6.5 - 8.3 - 10.9 - 12.5 - 14.2 - 16.0 -

実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　総　　数 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

19,558 ▲ 2.7 18,587 ▲ 5.0 17,659 ▲ 5.0 16,639 ▲ 5.8 15,320 ▲ 7.9 14,085 ▲ 8.1 12,562 ▲ 10.8
　０歳～14歳

3,525 ▲ 9.5 2,799 ▲ 20.6 2,234 ▲ 20.2 1,860 ▲ 16.7 1,643 ▲ 11.7 1,371 ▲ 16.6 1,049 ▲ 23.5
　15歳～64歳

12,189 ▲ 6.2 11,179 ▲ 8.3 10,170 ▲ 9.0 9,308 ▲ 8.5 8,339 ▲ 10.4 7,132 ▲ 14.5 5,946 ▲ 16.6
うち
 15歳～29歳(a) 2,537 ▲ 11.7 2,455 ▲ 3.2 2,497 1.7 2,215 ▲ 11.3 1,644 ▲ 25.8 1,322 ▲ 19.6 1,084 ▲ 18.0

　65歳以上
 (b) 3,844 19.8 4,609 19.9 5,255 14.0 5,471 4.1 5,335 ▲ 2.5 5,573 4.5 5,564 ▲ 0.2

  (a)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　若年者比率 13.0 - 13.2 - 14.1 - 13.3 - 10.7 - 9.4 - 8.6 -

  (b)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　高齢者比率 19.7 - 24.8 - 29.8 - 32.9 - 34.8 - 39.6 - 44.3 -

【花巻市全域】

実　数 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　総　　数 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

105,687 - 103,284 ▲ 2.3 101,858 ▲ 1.4 102,689 0.8 105,678 2.9 106,747 1.0

　０歳～14歳
32,021 - 27,050 ▲ 15.5 23,476 ▲ 13.2 22,872 ▲ 2.6 22,593 ▲ 1.2 21,668 ▲ 4.1

　15歳～64歳
68,049 - 69,430 2.0 70,270 1.2 70,319 0.1 71,606 1.8 71,658 0.1

うち
 15歳～29歳(a) 27,204 - 25,259 ▲ 7.1 23,820 ▲ 5.7 21,457 ▲ 9.9 20,053 ▲ 6.5 18,399 ▲ 8.2

　65歳以上
 (b) 5,617 - 6,804 21.1 8,112 19.2 9,492 17.0 11,479 20.9 13,421 16.9

  (a)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　若年者比率 25.7 - 24.5 - 23.4 - 20.9 - 19.0 - 17.2 -

  (b)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　高齢者比率 5.3 - 6.6 - 8.0 - 9.2 - 10.9 - 12.6 -

実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　総　　数 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

106,727 0.0 107,112 0.4 107,175 0.1 105,028 ▲ 2.0 101,438 ▲ 3.4 97,702 ▲ 3.7 93,193 ▲ 4.6
　０歳～14歳

19,357 ▲ 10.7 17,114 ▲ 11.6 15,374 ▲ 10.2 14,036 ▲ 8.7 12,819 ▲ 8.7 11,622 ▲ 9.3 10,177 ▲ 12.4
　15歳～64歳

71,040 ▲ 0.9 69,687 ▲ 1.9 67,485 ▲ 3.2 63,802 ▲ 5.5 59,631 ▲ 6.5 54,618 ▲ 8.4 50,113 ▲ 8.2
うち
 15歳～29歳(a) 18,399 0.0 18,777 2.1 18,512 ▲ 1.4 16,251 ▲ 12.2 13,855 ▲ 14.7 12,211 ▲ 11.9 10,979 ▲ 10.1

　65歳以上
 (b) 16,329 21.7 20,306 24.4 24,315 19.7 27,080 11.4 28,869 6.6 31,259 8.3 32,231 3.1

  (a)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　若年者比率 17.2 - 17.5 - 17.3 - 15.5 - 13.7 - 12.5 - 11.8 -

  (b)/総数 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％
　高齢者比率 15.3 - 19.0 - 22.7 - 25.8 - 28.5 - 32.0 - 34.6 -

令和2年

令和2年

昭和60年

区　　　　分
平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

区　　　　分
昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年

昭和60年

平成22年 平成27年

区　　　　分
昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年

区　　　　分
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
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表 1-1（2） 人口の推移（住民基本台帳） 

【大迫地区】

実　数 構成比 実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人 人  ％ 人  ％

7,195 － 6,793 － ▲ 5.6 6,237 － ▲ 8.2
％ ％ ％

3,462 48.1 3,257 47.9 ▲ 5.9 3,011 48.3 ▲ 7.6
％ ％ ％

3,733 51.9 3,536 52.1 ▲ 5.3 3,226 51.7 ▲ 8.8

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

5,731 － ▲ 8.1 5,574 － ▲ 2.7
％ ％

2,785 48.6 ▲ 7.5 2,704 48.5 ▲ 2.9
％ ％

2,946 51.4 ▲ 8.7 2,870 51.5 ▲ 2.6
0 0.0 － 0 0.0 0.0

7 100.0 － 7 100.0 0.0

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

5,436 － ▲ 2.5 5,265 － ▲ 3.1
％ ％

2,640 48.6 ▲ 2.4 2,570 48.8 ▲ 2.7
％ ％

2,796 51.4 ▲ 2.6 2,695 51.2 ▲ 3.6
2 20.0 － 2 16.7 0.0

8 80.0 14.3 10 83.3 25.0

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

5,152 － ▲ 2.1 5,001 － ▲ 2.9
％ ％

2,512 48.8 ▲ 2.3 2,446 48.9 ▲ 2.6
％ ％

2,640 51.2 ▲ 2.0 2,555 51.1 ▲ 3.2
3 21.4 50.0 4 30.8 33.3

11 78.6 10.0 9 69.2 ▲ 18.2

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

4,852 － ▲ 3.0 4,680 － ▲ 3.5
％ ％

2,379 49.0 ▲ 2.7 2,286 48.8 ▲ 3.9
％ ％

2,473 51.0 ▲ 3.2 2,394 51.2 ▲ 3.2
3 30.0 ▲ 25.0 3 33.3 0.0

7 70.0 ▲ 22.2 6 66.7 ▲ 14.3

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

4,594 － ▲ 1.8 4,432 － ▲ 3.5
％ ％

2,248 48.9 ▲ 1.7 2,164 48.8 ▲ 3.7
％ ％

2,346 51.1 ▲ 2.0 2,268 51.2 ▲ 3.3
1 14.3 ▲ 100.0 2 28.6 100.0

6 85.7 100.0 5 71.4 ▲ 16.7

実　数 構成比 増減率
人  ％

4,294 － ▲ 3.1
％

2,106 49.0 ▲ 2.7
％

2,188 51.0 ▲ 3.5
3 37.5 50.0

5 62.5 0.0

区　分
令和6年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

女

区　分
平成26年3月31日 平成27年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

区　分
平成12年3月31日 平成17年3月31日 平成22年3月31日

総　数

男

平成29年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
平成28年3月31日

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
平成30年3月31日 平成31年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

区　分
令和2年3月31日 令和3年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
令和4年3月31日 令和5年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）
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【東和地区】

実　数 構成比 実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人 人  ％ 人  ％

11,000 － 10,463 － ▲ 4.9 9,743 － ▲ 6.9
％ ％ ％

5,288 48.1 5,051 48.3 ▲ 4.5 4,685 48.1 ▲ 7.2
％ ％ ％

5,712 51.9 5,412 51.7 ▲ 5.3 5,058 51.9 ▲ 6.5

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

9,228 － ▲ 5.3 9,074 － ▲ 1.7
％ ％

4,405 47.7 ▲ 6.0 4,331 47.7 ▲ 1.7
％ ％

4,823 52.3 ▲ 4.6 4,743 52.3 ▲ 1.7
10 27.8 － 7 23.3 ▲ 30.0
26 72.2 － 23 76.7 ▲ 11.5

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

8,910 － ▲ 1.8 8,739 － ▲ 1.9
％ ％

4,262 47.8 ▲ 1.6 4,200 48.1 ▲ 1.5
％ ％

4,648 52.2 ▲ 2.0 4,539 51.9 ▲ 2.3
6 20.7 ▲ 14.3 3 12.0 ▲ 50.0

23 79.3 0.0 22 88.0 ▲ 4.3

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

8,589 － ▲ 1.7 8,407 － ▲ 2.1
％ ％

4,122 48.0 ▲ 1.9 4,029 47.9 ▲ 2.3
％ ％

4,467 52.0 ▲ 1.6 4,378 52.1 ▲ 2.0
7 22.6 133.3 10 31.3 42.9

24 77.4 9.1 22 68.7 ▲ 8.3

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

8,236 － ▲ 2.0 8,110 － ▲ 1.5
％ ％

3,948 47.9 ▲ 2.0 3,885 47.9 ▲ 1.6
％ ％

4,288 52.1 ▲ 2.1 4,225 52.1 ▲ 1.5
17 35.4 70.0 16 31.4 ▲ 5.9
31 64.6 40.9 35 68.5 12.9

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

7,868 － ▲ 3.0 7,657 － ▲ 2.7
％ ％

3,801 48.3 ▲ 2.2 3,700 48.3 ▲ 2.7
％ ％

4,067 51.7 ▲ 3.7 3,957 51.7 ▲ 2.7
15 30.0 ▲ 6.3 19 35.2 26.7

35 70.0 0.0 35 64.7 0.0

実　数 構成比 増減率
人  ％

7,438 － ▲ 2.9
％

3,580 48.1 ▲ 3.2
％

3,858 51.9 ▲ 2.5
23 35.4 21.1

42 64.6 20.0

区　分
令和6年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
令和2年3月31日 令和3年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
平成12年3月31日 平成17年3月31日

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

平成22年3月31日

総　数

男

女

区　分
平成26年3月31日 平成27年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

区　分
令和4年3月31日 令和5年3月31日

女（外国人住民）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
平成30年3月31日 平成31年3月31日

区　分
平成28年3月31日 平成29年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）
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【過疎地域合算】

実　数 構成比 実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人 人  ％ 人  ％

18,195 － 17,256 － ▲ 5.2 15,980 － ▲ 7.4
％ ％ ％

8,750 48.1 8,308 48.1 ▲ 5.1 7,696 48.2 ▲ 7.4
％ ％ ％

9,445 51.9 8,948 51.9 ▲ 5.3 8,284 51.8 ▲ 7.4

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

14,959 － ▲ 6.4 14,648 － ▲ 2.1
％ ％

7,190 48.1 ▲ 6.6 7,035 48.0 ▲ 2.2
％ ％

7,769 51.9 ▲ 6.2 7,613 52.0 ▲ 2.0
10 23.3 － 7 18.9 ▲ 30.0
33 76.7 － 30 81.1 ▲ 9.1

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

14,346 － ▲ 2.1 14,004 － ▲ 2.4
％ ％

6,902 48.1 ▲ 1.9 6,770 48.3 ▲ 1.9
％ ％

7,444 51.9 ▲ 2.2 7,234 51.7 ▲ 2.8
8 20.5 14.3 5 13.5 ▲ 37.5

31 79.5 3.3 32 86.5 3.2

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

13,741 － ▲ 1.9 13,408 － ▲ 2.4
％ ％

6,634 48.3 ▲ 2.0 6,475 48.3 ▲ 2.4
％ ％

7,107 51.7 ▲ 1.8 6,933 51.7 ▲ 2.4
10 22.2 100.0 14 31.1 40.0

35 77.8 9.4 31 68.9 ▲ 11.4

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

13,088 － ▲ 2.4 12,790 － ▲ 2.3
％ ％

6,327 48.3 ▲ 2.3 6,171 48.2 ▲ 2.5
％ ％

6,761 51.7 ▲ 2.5 6,619 51.8 ▲ 2.1
20 34.5 42.9 19 31.7 ▲ 5.0
38 65.5 22.6 41 68.3 7.9

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

12,462 － ▲ 2.6 12,089 － ▲ 3.0
％ ％

6,049 48.5 ▲ 2.0 5,864 48.5 ▲ 3.1
％ ％

6,413 51.5 ▲ 3.1 6,225 51.5 ▲ 2.9
16 28.1 ▲ 15.8 21 34.4 31.3

41 71.9 0.0 40 65.6 ▲ 2.4

実　数 構成比 増減率
人  ％

11,732 － ▲ 3.0
％

5,686 48.5 ▲ 3.0
％

6,046 51.5 ▲ 2.9
26 35.6 23.8

47 64.4 17.5

平成29年3月31日

区　分
平成26年3月31日 平成27年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

区　分
平成12年3月31日 平成17年3月31日 平成22年3月31日

総　数

男

女

平成31年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
令和6年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
令和2年3月31日 令和3年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

区　分
平成30年3月31日

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
平成28年3月31日

区　分
令和4年3月31日 令和5年3月31日

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）
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【花巻市全域】

実　数 構成比 実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人 人  ％ 人  ％

107,483 － 105,878 － ▲ 1.5 102,828 － ▲ 2.9
％ ％ ％

51,604 48.0 50,585 47.8 ▲ 2.0 49,029 47.7 ▲ 3.1
％ ％ ％

55,879 52.0 55,293 52.2 ▲ 1.0 53,799 52.3 ▲ 2.7

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

99,953 － ▲ 2.8 98,946 － ▲ 1.0
％ ％

47,563 47.6 ▲ 3.0 47,088 47.6 ▲ 1.0
％ ％

52,390 52.4 ▲ 2.6 51,858 52.4 ▲ 1.0
103 34.7 － 91 32.0 ▲ 11.7
194 65.3 － 193 68.0 ▲ 0.5

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

98,056 － ▲ 0.9 97,098 － ▲ 1.0
％ ％

46,666 47.6 ▲ 0.9 46,219 47.6 ▲ 1.0
％ ％

51,390 52.4 ▲ 0.9 50,879 52.4 ▲ 1.0
92 31.2 1.1 88 202.6 ▲ 4.3

203 68.8 5.2 216 71.1 6.4

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

96,126 － ▲ 1.0 95,072 － ▲ 1.1
％ ％

45,768 47.6 ▲ 1.0 45,304 47.7 ▲ 1.0
％ ％

50,358 52.4 ▲ 1.0 49,768 52.3 ▲ 1.2
89 28.1 1.1 163 38.0 83.1

228 71.9 5.6 266 62.0 16.7

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

94,219 － ▲ 0.9 93,471 － ▲ 0.8
％ ％

45,012 47.8 ▲ 0.6 44,663 47.8 ▲ 0.8
％ ％

49,207 52.2 ▲ 1.1 48,808 52.2 ▲ 0.8
183 38.8 12.3 202 41.1 10.4

289 61.2 8.6 289 58.9 0.0

実　数 構成比 増減率 実　数 構成比 増減率
人  ％ 人  ％

92,489 － ▲ 1.1 91,157 － ▲ 1.4
％ ％

44,305 47.9 ▲ 0.8 43,709 47.9 ▲ 1.3
％ ％

48,184 52.1 ▲ 1.3 47,448 52.1 ▲ 1.5
192 43.7 ▲ 5.0 274 49.7 42.7

247 56.3 ▲ 14.5 277 50.3 12.1

実　数 構成比 増減率
人  ％

89,796 － ▲ 1.5
％

43,028 47.9 ▲ 1.6
％

46,768 52.1 ▲ 1.4
303 45.0 10.6

370 55.0 33.6

区　分
令和6年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

令和2年3月31日 令和3年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

平成22年3月31日

平成26年3月31日 平成27年3月31日

区　分
平成12年3月31日 平成17年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分
平成30年3月31日

令和4年3月31日 令和5年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

平成31年3月31日

区　分
平成28年3月31日 平成29年3月31日

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

総　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参考

女
（外国人住民除く）

参考
男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分

男（外国人住民）

女（外国人住民）

区　分

総　数

男

女

区　分
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図 1 人口の見通し（花巻市人口ビジョン 令和 5 年 12 月改訂）人口推計（2020年住民基本台帳人口ベース） 

  

 

 

 

 

人口ビジョンによる将来人口推計（令和２（2020）年 10 月 1 日現在の実際の人口 94,601 人を

基準）によれば、大迫・東和地区とも一貫して人口減少が続くものと推計され、2065年には大迫

地区は 2,444 人、東和地区は 4,212人と見込まれる。 

 

 

(人) 

推計 実績 
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 イ 産業 

(ア) 花巻市全域 

令和 2 年の国勢調査によると、本市の就業者総数は 46,363 人であり、第一次産業就業

人口比率が 10.9％、第二次産業就業人口比率が 27.3％、第三次産業就業人口比率が

61.8％となっている。 

昭和 35 年からの推移を見ると、第一次産業就業人口比率は約６分の１に低下し、第二

次及び第三次産業就業人口比率は、それぞれ約２倍に増加したが、平成 12 年以降は、第

二次産業の就業人口比率が減少に転じている。 

    

(イ) 過疎地域 

ａ 大迫地区 

本地区の令和 2 年国勢調査における就業者数は 2,480 人であり、平成 27 年に比べ、

就業者数は 14.4％減少している。 

産業別就業人口比率は、第一次産業が 21.6％、第二次産業が 26.6％、第三次産業が

51.8％となっている。これを年次別推移でみると、第一次産業就業人口比率が年々減

少しているのに加え、平成 12年以降は第二次産業も減少傾向にある。第三次産業にお

いては、就業人口比率は増加している。 

 

ｂ 東和地区 

本地区の令和 2 年国勢調査における就業者数は 4,233 人であり、平成 27 年に比べ、

就業者数は 8.7％減少している。 

産業別就業人口比率は、第一次産業が 26.0％、第二次産業が 24.0％、第三次産業が

50.0％となっている。これを年次別推移でみると、第一次産業就業人口比率が年々減

少しているのに加え、平成 12年以降第二次産業も減少している。第三次産業において

は、就業人口比率は増加している。 
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表 1-1（3） 産業別人口の動向（国勢調査） 

 

【大迫地区】
昭和35年
実　数 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　　人 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

5,639 5,195 ▲ 7.9 5,102 ▲ 1.8 4,824 ▲ 5.4 4,748 ▲ 1.6 4,707 ▲ 0.9 4,701 ▲ 0.1

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

72.5 65.1 - 62.3 - 56.5 - 45.4 - 43.0 - 36.2 -

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

6.3 9.3 - 12.8 - 18.3 - 23.8 - 26.8 - 30.9 -

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

21.2 25.6 - 25.0 - 25.1 - 30.8 - 30.1 - 32.9 -

実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

4,463 ▲ 5.1 3,972 ▲ 11.0 3,631 ▲ 8.6 3,023 ▲ 16.7 2,898 ▲ 4.1 2,480 ▲14.4

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

31.6 - 28.4 - 29.8 - 25.0 - 23.4 - 21.6 -

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

32.7 - 32.9 - 27.2 - 27.2 - 27.7 - 26.6 -

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

35.6 - 38.7 - 43.0 - 47.7 - 48.8 - 51.8 -

【東和地区】
昭和35年
実　数 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　　人 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

8,461 7,956 ▲ 6.0 7,644 ▲ 3.9 7,305 ▲ 4.4 7,238 ▲ 0.9 7,070 ▲ 2.3 6,838 ▲ 3.3

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

75.6 71.0 - 66.2 - 56.8 - 46.1 - 46.0 - 40.6 -

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

8.0 9.0 - 11.6 - 18.0 - 24.0 - 25.0 - 27.1 -

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

16.4 20.0 - 22.2 - 25.2 - 30.0 - 29.0 - 32.3 -

実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率
　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％ 　　　人 　　　％

6,442 ▲ 5.8 6,147 ▲ 4.6 5,576 ▲ 9.3 4,954 ▲ 11.2 4,634 ▲ 6.5 4,233 ▲ 8.7

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

36.7 - 31.6 - 29.6 - 27.2 - 26.2 - 26.0 -

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

28.2 - 28.7 - 26.8 - 24.4 - 24.2 - 24.0 -

　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％ 　　　％

35.1 - 39.7 - 43.5 - 48.0 - 49.4 - 50.0 -

平成2年

平成2年

第二次産業

就業人口比率

第三次産業

就業人口比率

区　　分

総　　数

第一次産業

就業人口比率

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第三次産業

就業人口比率

区　　分

昭和55年 昭和60年昭和40年 昭和45年 昭和50年

総　　数

第一次産業

就業人口比率

令和2年

総　　数

第一次産業

就業人口比率

第二次産業

就業人口比率

第三次産業

就業人口比率

第二次産業

就業人口比率

令和2年
区　　分

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

昭和60年

総　　数

第一次産業

就業人口比率

第二次産業

就業人口比率

第三次産業

就業人口比率

昭和55年
区　　分

昭和40年 昭和45年 昭和50年
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（３）市の行財政の状況 

ア 行財政 

本市の財政運営においては、今後も人口減少の影響等により、自主財源の柱である市税

の伸びが期待できないとともに、歳入総額の約3分の1を占める地方交付税は、合併による

特例措置が令和2年度をもって終了したことから、歳入の減収が見込まれ、より一層持続可

能で健全な財政の維持に向けて取り組む必要がある。 

このような中で、今後の財政運営に当たっては、「花巻市まちづくり総合計画」や「花巻

市過疎地域持続的発展計画」に掲げる施策・事業の重点化を図る一方で、行財政改革の視

点から施策評価や事務事業評価等の結果を踏まえた事務事業の見直しによる経常経費の削

減等、効率的な執行に努めることで、市内全域の均衡ある発展を推進していく必要がある。 
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表 1-2（1） 市財政の状況                 （単位：千円） 

区  分 
旧大迫町 旧東和町 

平成 12年度 平成 12年度 

歳 入 総 額 Ａ 4,657,837 7,386,877 

 一 般 財 源 3,599,172 4,377,560 

 国 庫 支 出 金 221,683 470,177 

 都道府県支出金 265,663 679,889 

 地 方 債 450,400 1,345,500 

  うち過疎対策事業債 183,500 277,000 

 そ の 他 120,919 513,751 

歳 出 総 額 Ｂ 4,446,515 7,296,931 

 義務的経費 1,864,105 2,360,591 

 投資的経費 906,754 2,282,690 

  うち普通建設事業 902,575 2,282,690 

 その他 1,675,656 2,653,650 

 過疎対策事業費 238,887 3,300,712 

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 211,322 89,949 

翌年度へ繰り越すべき財源Ｄ 77,924 30,407 

実質収支Ｃ－Ｄ 133,398 59,539 

 

区  分 
花巻市 

平成 22年度 平成 27年度 令和元年度 

歳 入 総 額 Ａ 48,544,356 51,147,665 49,560,769 

 一 般 財 源 29,452,960 29,357,464 27,963,765 

 国 庫 支 出 金 5,599,069 5,596,867 6,080,730 

 都道府県支出金 2,902,743 4,691,659 3,676,453 

 地 方 債 6,287,100 5,395,000 6,172,500 

  うち過疎対策事業債 121,300 599,500 1,163,900 

 そ の 他 4,302,484 6,106,675 5,667,321 

歳 出 総 額 Ｂ 46,429,811 49,268,565 48,141,579 

 義務的経費 22,817,736 21,793,325 21,906,905 

 投資的経費 6,872,791 4,903,289 7,248,582 

  うち普通建設事業 6,837,382 4,903,104 7,248,087 

 その他 16,739,284 22,571,951 18,986,092 

 過疎対策事業費 128,638 698,522 1,238,738 

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 2,114,545 1,879,100 1,419,190 

翌年度へ繰り越すべき財源Ｄ 1,034,494 327,172 422,549 

実質収支Ｃ－Ｄ 1,080,051 1,551,928 996,641 

財 政 力 指 数 0.45 0.45 0.47 

公 債 費 負 担 比 率 20.9 16.1 15.5 

実 質 公 債 費 比 率 18.2 10.5 9.3 

起 債 制 限 比 率 － 7.4 6.2 

経 常 収 支 比 率 81.9 87.1 92.7 

将 来 負 担 比 率 120.9 97.7 81.2 

地 方 債 現 在 高 59,191,610 53,328,358 56,540,709 
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イ 施設整備水準 

(ア) 花巻市全域 

市道改良率、舗装率、水道普及率及び水洗化率については、着実に整備が進んでいる。 

一方、「人口千人当たり病院・診療所の病床数」は、岩手労災病院の廃止や県立大迫地

域診療センターの病床の休床化により、病床数が減少したことから、令和 2 年度末にお

いて 10.5 床となっている。 

 

(イ) 過疎地域 

 ａ 大迫地区 

主要公共施設の整備水準は、総体では向上してきているが、「人口千人当たり病院・

診療所の病床数」は、県立大迫地域診療センターの病床の休床化により、病床数が 0

床となっている。 

令和 2年度末における市道改良率は 42.7％、舗装率は 39.5％に止まっており、未だ

県内の市町村平均、全国の過疎市町村平均を下回っている状況にある。 

 

ｂ 東和地区 

主要公共施設の整備水準は、着実に向上してきているが、市道の改良率、舗装率は、

未だ県内の市町村平均、全国の過疎市町村平均を下回っている状況にある。 

水道普及率については、令和 2 年度末において 88.9％となっており、県内の市町村

平均に近づいてはいるものの、地区内に未給水地区があり、その解消に向けた整備が

課題となっている。 
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表 1-2（2） 主要公共施設等の整備状況 
 

【大迫地区】 

区分 
昭和 55 
年度末 

平成 2 
年度末 

平成 12 
年度末 

平成 22 
年度末 

令和 2 
年度末 

市（町）道      
 改良率（％） 11.5 34.6 38.1 41.5 42.7 
 舗装率（％） 11.2 31.0 34.9 38.0 39.5 
農道      
 延長（m） － － － 7,854 1,265 
耕地 1ha当たり農道延長（m） 30.3 1.9 5.9 － － 

林道 － － － 97,770 97,202 
林野 1ha当たり林道延長（m） 4.2 3.1 4.8 － － 

水道普及率（％） 54.0 77.8 87.2 86.5 89.0 
水洗化率（％） 0.3 1.2 34.1 56.6 66.6 
人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 8.6 7.9 7.3 0.0 0.0 
 

【東和地区】 

区分 
昭和 55 
年度末 

平成 2 
年度末 

平成 12 
年度末 

平成 22 
年度末 

令和 2 
年度末 

市（町）道      
 改良率（％） 23.9 36.4 42.1 44.8 45.9 
 舗装率（％） 10.8 32.4 40.7 45.9 47.6 
農道      
 延長（m） － － － 4,913 4,913 
耕地 1ha当たり農道延長（m） 141.7 41.9 42.3 － － 

林道    1,782 1,782 
林野 1ha当たり林道延長（m） 10.0 － 0.4 － － 

水道普及率（％） 23.7 47.0 79.2 86.3 88.9 
水洗化率（％） 6.4 9.2 38.6 52.2 60.8 
人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 6.4 9.2 6.5 7.1 8.3 
 

【過疎地域合算】 

区分 
昭和 55 
年度末 

平成 2 
年度末 

平成 12 
年度末 

平成 22 
年度末 

令和 2 
年度末 

市（町）道      
 改良率（％） 19.2 35.6 40.6 43.5 44.6 
 舗装率（％） 11.0 31.9 38.4 42.8 44.4 
農道      
 延長（m） － － － 12,767 6,178 
耕地 1ha当たり農道延長（m） 9.9 20.8 31.1 － － 

林道    99,552 98,984 
林野 1ha当たり林道延長（m） 4.9 2.2 3.6 － － 

水道普及率（％） 35.9 59.4 82.8 86.4 89.0 
水洗化率（％） － 2.2 12.0 53.9 62.9 
人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 7.5 8.6 6.8 4.3 5.2 
 

【花巻市全域】 

区分 
昭和 55 
年度末 

平成 2 
年度末 

平成 12 
年度末 

平成 22 
年度末 

令和 2 
年度末 

市（町）道      
 改良率（％） 18.3 37.5 46.6 55.2 56.6 
 舗装率（％） 17.7 31.8 41.1 50.7 52.6 
農道      
 延長（m）    19,611 13,022 
耕地 1ha当たり農道延長（m） 16.7 15.7 16.8 － － 

林道    144,572 144,044 
林野 1ha当たり林道延長（m） 3.0 4.0 8.0 －  

水道普及率（％） 62.9 83.2 88.1 91.9 94.7 
水洗化率（％） － 9.6 34.1 66.9 81.2 
人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 19.7 22.6 20.7 11.4 10.5 
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

  ア 本市の将来像 

本市は、四季折々に多彩な姿をみせる豊かな自然と、先人の弛まぬ努力により育まれて

きた貴重な歴史的・文化的遺産や恵まれた交通条件、優れた産業技術など豊富な地域資源

を有している。 

このすばらしい資源を最大限に活用し、市民が心豊かで生き生きと暮らすことができ、

市民パワーを一つに結集し協働するまちづくりを目指すため、将来像を『市民パワーをひ

とつに歴史と文化で拓く 笑顔の花咲く温か
あったか

都市
ま ち

 イーハトーブはなまき』と設定する。 

 

  イ まちづくり分野の目指す姿 

   ①「しごと」分野 

仕事いっぱい、雇用がいっぱい、活力に満ちたまち 

②「暮らし」分野 

  自然豊かな地域で共に支え、誰もが安心して、いきいきと快適に暮らすまち 

③「人づくり」分野 

  郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまち 

④「地域づくり」分野 

  すべての市民が手と心をつなぐ、個性あふれる自立したまち 

⑤「行政経営」分野 

  市民目線で経営する強くて優しいまち 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

指標内容 
基準値 

（令和元年度） 
目標値 

人口 

出典：花巻市人口ビジョン 
95,072人 90,187人（令和 7年度） 

社会増減数（前年 10月から 9月まで） 

出典：第 2期花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
29人 285人（令和 6年度） 

 

※花巻市における過疎地域は大迫地区及び東和地区であるが、地域の持続的発展のための基本目標は花巻市全域を対象と

して設定する。 

※社会増減数に関する目標値について、準用している「第 2 期花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間が令

和 6 年度までであるのに対し、本計画の計画期間は令和 7 年度までとなっている。令和 7 年度の本計画における社会増減

数に関する目標値については、次期まち・ひと・しごと創生総合戦略やそれに類する計画等において設定する目標値を準

用し、本計画の変更を行う。 
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

    Plan（計画）⇒Do（実行）⇒Check（評価）⇒Action（改善）のサイクルを確実に機能さ

せることによって、施策の着実な推進を図るため、市民及び産・官・学・金・労・言で構

成される「花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会議」等を活用しながら、設定した目標

の達成状況について毎年度検証を行う。 

 

（７）計画期間 

   本計画の計画期間は、令和 3年 4月 1 日から令和 8 年 3月 31日まで 5箇年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

令和 2年 10月に策定した「花巻市公共施設マネジメント計画」では、以下の“3つの基本

方針”を具体化することで、安全・安心で真に必要とされる公共施設の実現を目指すこと

としている。公共施設の整備や更新等にあたっては、その３つの基本方針に基づいた取組

を進める。 

 

   基本方針①『量の最適化』 

    公共施設マネジメントを推進するうえで、施設総量を縮減することは避けられない課題

です。総量縮減を進めるためには、将来的に「維持すべき施設」であるのか、又は「見直

すべき施設」であるのか、個々の施設のあり方を検討する必要があります。 

 

   基本方針②『質の最適化』 

    施設を安全で安心な状態に維持し、財政負担の軽減を図るために予防保全の考え方を採

り入れ、施設の長寿命化を図ります。 

 

   基本方針③『運営の最適化』 

    ア ファシリティマネジメント（FM）＊１の推進 

       PPP＊２手法を最大限活用するためには、民間事業者と行政が情報を共有し、事業

に対する相互理解を深めるとともに信頼度を深めることが重要です。より幅広く、

様々な PPP 手法を検討・導入していくため、民間事業者との対話や提案を積極的に

活用します。 

    イ 公共施設の適正化 

       公共施設の中には、設置後長い年月を経過し、社会情勢や交通環境等が大きく変

化していく中で、利用率が極端に低下した施設、設置目的の薄れた施設、民間が運

営した方が高いサービスを提供できる施設など経営的な視点から見直しを検討する

必要があります。 

    ウ 譲渡に関する考え方 

       財産を譲渡するにあたっては、「花巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条

例」に該当する場合を除き、公益性かつ公平性の視点から有償譲渡を原則とします。

また、譲渡先の選定にあたっても公募などによる競争性かつ透明性を確保します。 
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    エ 自治公民館系施設に関する考え方 

       行政財産として市が管理する施設の一部において、実際には自治公民館として利

用され、市が直接管理していない施設があります。公平性や公正性を確保するため

自治会等と意見交換を行い、施設ごとに譲渡や無償貸付などの方針を定めていきま

す。 

 

＊１ ファシリティマネジメント（FM）とは 

 市が所有する財産を経営資源と捉えて、経営的な視点から設備投資や管理運営を行うことによ

って、施設の維持管理に係る経費の最小化や施設効用の最大化等の総合的な有効活用を図ること。 

 

＊２ PPP とは 

 Public Private Partnership の略で、公民（行政と民間）が連携・協働により、公共施設の

整備や公共サービスの提供等を行うこと。 

 これまで行政が行ってきた公共施設の整備等に、民間の知恵やアイデア、資源や技術、ノウハ

ウを最大限に発揮させることで、より施設整備費の縮減や公共サービスの向上、施設の有効活用、

業務の効率化などを目指すもので、PPP の推進によって、地域活性化や雇用増加、不動産価値の

上昇、行政の事務負担軽減等が期待される。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１） 現況と問題点 

 ア 移住・定住 

   日本全国で人口減少や担い手不足が叫ばれる昨今の現状は当市も例外ではなく、平成 18

年の合併時に 10 万人を超えていた人口は令和 3年 3 月末時点で 93,471人（外国人住民を

除く）となっており、地域の担い手や各種産業の後継者不足も深刻である。 

   このことから、平成 27 年度に市役所内に移住・定住に関する専門部署を設け、市へ移住

や定住する方への支援制度の充実を図ったほか、ワンストップによる移住・定住相談、シ

ティプロモーション、地域おこし協力隊制度の導入など、人口減少対策に取り組んでいる。

令和 2 年度までに市の支援制度を利用し 476 人の方が当市へ移住・定住しており、今後も

移住・定住先として当市を選択してもらえるよう、各種支援策を積極的に実施する必要が

ある。 

  

イ 地域間交流 

 本地域では、豊かな自然、産業、文化等を活かし、田植え体験、ぶどう、りんごの収穫

体験等の農作業体験のほか、みそ造り体験、神楽や鹿踊り等の郷土芸能体験といった体験

型交流を主として都市農村交流を行っている。 

平成 26 年度における川崎市とのふれあいサマーキャンプ受入数は 22 人に上り、毎年多

くの交流体験者が訪れている。 

昭和 40 年に合併前の旧大迫町とオーストリア共和国ベルンドルフ市が友好都市提携を

行っており、新市においても引き続き相互の交流が行われている。平成 26 年度より大迫高

等学校の生徒 2 名、引率 1 名をベルンドルフ市へ派遣するなどの交流を行っており、平成

27 年度には、友好都市提携 50 周年となり、ベルンドルフ市から訪問団等 27 名を迎えて歓

迎行事が開催された。 

これらの交流を一過性のものとしないよう、関係団体等との連携を図りながら受け入れ

体制の整備、リピーターとなる花巻ファンや UIJ ターン希望者の創出を推進し、移住・定

住の促進につなげていくことが必要である。 

 

 ウ 人材育成 

    本地域の人口は、少子高齢化の影響により減少しており、特に若年層の減少が顕著であ

る。このことから地域づくりの担い手が不足し、コミュニティ会議等の役員の負担が大き

く、地域づくり活動への影響が表れている。 

一方で、市内の他地域よりも住民の地域への愛着が強い傾向が見られることから、この

特性をいかし、地域づくり活動の維持や担い手を確保するため、若者や女性の地域づくり

活動への参加を促進するほか、地域への定住促進を図る必要がある。 

 

（２） その対策 

  ア 移住・定住 

① 移住先・定住先として選択してもらえるよう移住者受入れ支援策の積極的な実施 
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② 市民の受入れ意識の醸成や受入れ環境の整備 

③ 市外からの移住希望者や市内子育て世帯等の移住定住の促進 

④ 市民の移住者との交流の機会の創出 

⑤ 地域課題の解決に向けた地域外人材の誘致や定住の推進、取組の紹介 

⑥ 当市の認知度や知名度の向上のため、当市の魅力について積極的に発信するシティプ

ロモーションの実施 

⑦ 若者の結婚に係る新生活への支援 

  

 イ 地域間交流 

① 交流受入れ体制の整備促進及び情報発信の強化 

② 各種交流資源をつなぐネットワーク形成の推進 

③ 受入れ団体の育成及び関係団体等が行う交流事業への支援 

 

  ウ 人材育成 

①  若者や女性など市民みんなが地域づくりに参画できる仕組みづくりへの支援（中間支

援組織によるコミュニティ会議へのサポート） 

②  地域課題の解決に向けた地域外人材の誘致と定住、関係人口化 

③  地域づくりに関するノウハウ・スキル習得のための研修会等の開催 

④  コミュニティ会議による地域づくりの情報発信 

 

【移住・定住・地域間交流の促進、人材育成に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

国・県・市の制度を活用した移住者数（人） 72 48 48 48 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

国・県・市の制度を活用した移住者数（人） 103 60 60 

 

（３） 計画 

    事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

（４）過疎

地域持続

的発展特

①移住・定住 移住・定住促進等対策

事業 

市 大迫・東和 

地域おこし促進事業 市 大迫・東和 
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材育成 別事業 婚活支援団体育成事業 市 大迫・東和 

シティプロモーション

推進事業 

市 大迫・東和 

定住促進事業 市 大迫・東和 

②地域間交流 国際姉妹都市等交流推

進事業 

市 大迫 

④その他 ベルンドルフ市周年記

念事業 

市 大迫 

花巻クラフトワイン・

シードルブランド化推

進事業 

市 大迫・東和 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 移住・定住促進等対策事業 

本市への移住定住を促進するため、移住ガイドブックの製作、移住相談窓口の充実、首都圏等で

の PR 活動等、移住者に対する情報提供環境の整備や支援制度の拡充を図る。 

② 地域おこし促進事業 

新たな地域の担い手として都市圏から地域おこしに意欲のある人材を積極的に誘致し、その定住

及び定着を図り、地域力の維持及び強化を行う。 

③ 婚活支援団体育成事業 

結婚新生活支援事業費補助金を交付するなど婚姻に伴う新生活の開始に係る経済的負担の軽減を

図り、地域における人口減少対策を行う。 

④ シティプロモーション推進事業 

首都圏の移住先として本市の認知度を向上させるため、市民とともに魅力等の発信を行う。 

⑤ 定住促進事業 

市内に住宅を取得する者等に対し、子育て世帯住宅取得奨励金、空き家活用奨励金、定住促進住

宅取得等補助金等を交付し、定住の促進を図る。 

⑥ 国際姉妹都市等交流推進事業 

大迫高等学校の生徒を、国際友好都市であるオーストリアのベルンドルフ市へ派遣し海外渡航の

機会を設けることにより、広い視野と国際感覚を身につけ、国際社会に対応できる人間形成の一

助とする。 

⑦ ベルンドルフ市周年記念事業 

1965 年の友好都市提携以来、5 年周期で行われている周年記念事業を継続して実施することによ

り、大迫地区を中心に築かれたベルンドルフ市との友好を更に深めるとともに、地域の国際化を

推進する。 

⑧ 花巻クラフトワイン・シードルブランド化推進事業 

果実酒を核とした産業の振興と地域の活性化を図るため、ワイナリー整備等事業補助金を交付し、

ワイナリー若しくは付属施設の新設、増築若しくは改築又は市内産の果実を原料とした酒類の開
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発及び販路開拓を支援する。 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」の区分における公共施設等の整備については、

「花巻市公共施設マネジメント計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長

寿命化などの計画的な推進を図る。 
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３ 産業の振興 

（１） 現況と問題点 

 ア 農業の振興 

   本地域の農業は、米を中心として、これに野菜、果樹、肉用牛等を取り入れた複合経営

となっており、特に大迫地区においては、ぶどうの生産が盛んで、県内有数の生産量を誇

っている。また、雑穀の生産にも取り組んでおり、水田活用作目として重要な位置を占め

ている。 

一方、平成 27年における農家戸数は、大迫地区において 532戸、東和地区において 1,046

戸となっており、いずれも年々減少傾向にある。また、兼業を主とする第 2種兼業農家数

が依然として約 7割を占めており、地域を担う農業後継者の育成に努め、農地の荒廃を防

ぎ、自然環境の維持を図っていくことが必要である。また、経営耕地面積については、大

迫地区において 543ha、東和地区において 1,808haとなっており、いずれも年々減少傾向

にある。農家一戸当たりにすると、大迫地区において 102.1a、東和地区において 172.9a

となっており、依然として小規模経営となっている。生産基盤整備や農地の集積、農業用

ICT 機器などスマート農業の導入を進めるとともに、りんごやぶどうなどの地域特産物の

活用推進を図り、農業生産の効率化、経営の安定化を図っていく必要がある。 

農産物の流通については、系統集荷・販売が主流を占めているが、地域内の農産物直売

所を中心に市場外流通に取り組み、大きな成果を上げている。また、流通加工施設として、

農畜産物処理加工集出荷貯蔵施設や食材加工体験施設等が整備されていることから、安全

で安心な農産物の生産と地産地消運動の一層の推進に努める一方で、新たな流通ルートの

開拓による販路拡大を推進していく必要がある。 

本地域の内水面漁業は、稗貫川や猿ヶ石川等の河川におけるヤマメ、アユ等の稚魚放流

が行われ、遊漁や漁業が営まれているが、依然として内水面漁業を取り巻く環境は厳しい。

豊かな自然を活かした魚族資源の確保や維持拡大を図っていく必要がある。また、外来魚

の流入による在来種への影響や鳥類による食害が懸念されており、水質の保全と併せ、外

来魚対策等が求められている。 
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 イ 林業の振興 

地域の森林面積（森林率）は、大迫地区において 21,485ha（87.0％）、東和地区におい

て 9,369ha（59.5％）となっており、そのうち、民有林面積は、大迫地区において 16,576ha

（77.2％）、東和地区において 7,357ha（78.5％）となっている。また、民有林における人

工林率は、大迫地区において 54.6％、東和地区において 35.9％となっている。 

一方、新たに市内に木質バイオマス発電所、隣接市に合板工場が整備されており、木材

の安定供給と持続的な森林経営による林業・木材産業の振興が急務となっている。このた

め、間伐等の森林施業や基盤となる林道整備の推進、森林資源の確保に向けた再造林の促

進に努めていく必要がある。 

また、県内における松くい虫の被害地域が拡大傾向にあり、本市においても被害が蔓延

しているなか、大迫地区は比較的被害の少ない地域であり、豊富な森林資源を保全するた

めに、重点的に被害拡大防止のための対策を講じていく必要がある。 

 

表 2-2 森林面積等の状況【令和 3年 3月 31日現在】           （単位：ha、％）        

 区域面積 
森林面積 

森林率 
民有林 

人工林面積 

民有林 

人工林率 国有林 民有林 計 

大迫地区 24,684 4,909 16,576 21,485 87.0 9,045 54.6 

東和地区 15,751 2,012 7,357 9,369 59.5 2,639 35.9 

計 40,435 6,921 23,933 30,854 76.3 11,684 48.8 

（資料：農村林務課調べ） 

 

 ウ 地場産業の振興 

本地域の地場産業は、大迫地区における特産のぶどうを活かしたワイン醸造業、東和地

区の味噌・醤油の醸造業や羊毛織物業（ホームスパン）に代表され、それぞれ全国的な知

名度も高く、生産、販売体制が確立されている。 

大迫地区では、ぶどうの栽培面積は最大となった昭和 33 年の 130ha から年々減り続け、

50ha 台まで半減している。その主な原因としては、高齢化や後継者不足による労働力不足

が挙げられることから、ボランティアの確保や地域おこし協力隊事業の活用により、６次

産業化を含めたぶどうの振興を図るとともに、老朽化したぶどう棚の更新・改修に対する

支援を講ずる必要がある。 

平成 6年度よりブラウンスイス牛を導入し、その生乳を原料とした乳製品（ヨーグルト、

ソフトクリーム）の生産・販売が定着化してきているが、さらなる乳製品の開発等には乳

量不足が懸念されており、一定の乳量確保に向けた増頭、飼養農家の拡大を図る必要があ

る。 

また、ワインとともに、ブラウンスイス牛の生乳を原料とした乳製品が、大迫地区にお

ける特産品及び観光資源となるよう、更にＰＲしていく必要がある。 

東和地区では、北限の和紙のこうぞ栽培により手すき和紙の生産が行われ、地場産品と

して販売されているが、一定の数量を確保する取り組みに対する支援が求められる。 
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本地域のその他の農産物、工芸品等の製造は、生産者や小規模な加工グループ等を中心

に行われているが、資金力や生産性の向上、新たな流通ルートの開拓や販路拡大等を図っ

ていく必要がある。 

 

 エ 企業の誘致対策 

令和 2年度末現在で操業中の誘致企業数は、大迫地区で 2社、東和地区で 11 社となって

おり、これらの企業により地域住民の雇用の場の拡大が図られてきたところである。 

今後においても主要な高速交通網が整備された北東北の交通の要衝として、立地の優位

性を活かし、地域産業の活性化のみならず、UIJターンや新規学卒者の雇用の場を確保し、

就業者の定住化を図るため、優良企業の誘致を積極的に推進していくことが必要である。 

 

表 2-3 業種別企業誘致の状況（令和 2年度末現在） 

区分 

企業誘致数 閉鎖・撤退企業数 操業中企業数 

大迫 

地区 

東和 

地区 

大迫 

地区 

東和 

地区 

大迫 

地区 

東和 

地区 

繊維・衣服 4 3 4 2  1 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｺﾞﾑ・皮革 1 1  1 1  

窯業  1    1 

機械 1 9  4 1 5 

物流関係  1    1 

その他  5  2  3 

小計 6 20 4 9 2 11 

合計 26 13 13 

（資料：商工労政課調べ） 

 オ 起業の促進 

本市における製造事業所数は平成 7 年の 340 事業所をピークに減少傾向にあり、令和元

年には 205事業所となっている。従業者数も減少傾向であり、平成 30 年には 8,089人とな

っている。 

市内の製造業は受託製造が多く、技術力などにおいては十分なポテンシャル（潜在能力）

を持っているものの、自社開発や新分野に取り組むために必要なノウハウを持っていない

場合が多く、事業分野の拡大や新たな創業を積極的に図る事業者が少ない状況にある。 

そのため、本市の製造業の振興に向けて、新たな事業領域の拡大に向けた支援の仕組み

を構築することや、既存の事業者が抱える経営課題の解決、高い競争力の維持を図るため

の技術力・開発力の向上、新規創業を後押しする環境づくりが重要である。 

 

 カ 商業の振興 

本地域の中心市街地における通行量・交通量について、令和 2 年度の歩行者通行量は、

大迫地区において、休日が 136 人、平日が 461 人、東和地区において、休日が 296 人、平

日が 325 人となっており、平成 28 年度と比較すると、大迫地区において、休日が 42 人の

減少、平日が 88 人の増加、東和地区において、休日が 71 人の増加、平日が 137 人の減少

となっている。また、自動車の交通量は、大迫地区において、休日が 1,207台、平日が 1,887

台、東和地区において、休日が 6,082 台、平日が 7,738 台となっており、平成 28年度と比
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較すると、大迫地区において、休日が 189 台、平日が 137 台、東和地区において、休日が

734台、平日が 236台の減少となっている。 

これは、中心商店街では小規模経営が主体で、商品構成・種類等に限界があり、周辺都

市部に進出した大型店舗等に購買力が流出していること等が要因となっている。 

地域住民はもとより、観光客なども誘引できる魅力ある商店街を形成するため、商店街

の特性を活かした将来像を見据えながら、事業性のある事業を行う創業者・後継者の経営

支援や商店街活性化イベント等の各種施策を展開し、賑わいづくりのみならず、売り上げ

増や顧客拡大につなげていくことが必要である。 

また、商工業者の経営基盤の強化や経営の安定、新たな事業展開などを支援するため、

商工会議所等の関係機関と連携しながら、各種支援制度等の充実強化に取り組んでいく必

要がある。 

 

表 2-4 中心市街地における通行量・交通量の状況             （単位：人、台） 

区分 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 Ｈ28比較 

大 

迫 

地 

区 

歩行者 
休日 178 152 230 120 136 ▲ 42 

平日 373 229 335 223 461 88 

自動車 
休日 1,396 1,417 1,448 1,277 1,207 ▲ 189 

平日 2,024 1,939 2,018 1,650 1,887 ▲ 137 

東 

和 

地 

区 

歩行者 
休日 225 241 349 142 296 71 

平日 462 265 484 345 325 ▲ 137 

自動車 
休日 6,816 6,882 6,571 6,381 6,082 ▲ 734 

平日 7,974 7,398 8,078 8,070 7,738 ▲ 236 

    

（資料：花巻商工会議所調べ） 

    ※本データは毎年花巻商工会議所が 6月下旬から 7月上旬を目途に行っている「花巻市街地通行量及び交通量調査」

の結果であり、調査日における各種イベント等の開催や天候等の影響を受けている。 

 

 キ 観光・レクリエーション 

本地域は、早池峰国定公園や田瀬湖に代表される豊かな自然資源、ユネスコ無形文化遺

産に登録された早池峰神楽や国指定重要文化財兜跋毘沙門天立像等の貴重な文化財のほか、

「ぶどうの丘」にある周辺施設や街かど美術館、東和温泉などの観光・宿泊施設、あんど

んまつり、ワインまつり、宿場の雛まつり、全国泣き相撲大会などのイベントを有してお

り、数多くの特色のある観光資源がある。 

ここ数年の観光客入込数は、大迫地区が横ばい、東和地区が増加傾向となっているが、

観光客入込数のうちほとんどが日帰り（通過）型のため、滞在型観光への転換が課題とな

っており、宿泊施設の充実が必要である。 

また、ハヤチネウスユキソウなどの高山植物の宝庫である早池峰山は、平成 28年より「山

の日」として国民の祝日が制定されたことに伴い、さらに多くの来訪者が予想されている。  

しかし、近年の異常気象による局地的豪雨により、河原の坊登山道の崩落など登山道は大

きく傷んでおり、登山者を重大事故から守るための登山道整備などの環境整備が必要とな

っている。 



 

- 30 - 

 

田瀬湖に整備されているヨットハーバーは、カヌー・ヨットなど海洋性スポーツ・レジ

ャーのメッカとして認知されており、国内外のオリンピックナショナルボートチームや首

都圏の大学・高校のボート部の合宿地としても活用されている。平成 28 年度には岩手国体

のボート競技が開催され、東京 2020 オリンピック競技大会の際には、ボート競技日本代表

の事前合宿地として活用されており、地域と一体となった施設管理や受け入れ態勢を構築

していくことが必要となっている。 

今後、さらなる観光資源の掘り起こしを推進するとともに、地域内に点在する観光資源

を広域的に結び、地域住民や関係機関と一体となって、観光を軸とした交流人口拡大に取

り組んでいくことが必要である。 

 

表 2-5 観光客入込数の状況                      （単位：人） 

区分 H28 H29 H30 R1 R2 

大迫地区 

総数 84,382  90,931  84,095  75,421  31,653  

 
日帰 82,556  89,165  82,090  73,503  30,915  

  宿泊 1,826  1,766  2,005  1,918  738  

東和地区 

総数 168,678  177,546  192,752  181,511  14,577  

 
日帰 158,668  167,043  179,156  167,170  6,652  

  宿泊 10,010  10,503  13,596  14,341  7,925  

                                 （資料：観光課調べ） 

 

    表 2-6 早池峰山の登山者数と車両交通規制に伴うシャトルバス利用者数の状況（単位：人） 

 H28 H29 H30 R1 R2 

全登山者数 14,464 14,490 13,687 14,059 9,349 

シャトルバスを利用しない登

山者数（車両交通規制期間を

含む） 

10,400 10,677 10,181 10,342 9,349 

シャトルバスを利用した登山

者数（車両交通規制期間） 
 4,064  3,813  3,506  3,717  0 

（資料：早池峰国定公園地域協議会調べ） 

 

（２） その対策 

 ア 農業の振興 

① 生産基盤整備の計画的な推進 

② 各種制度を活用した農業経営の安定と規模拡大のための支援 

③ 地域特性を活かした複合経営の確立 

④ 高付加価値農業及び農作物のブランド化の推進 

⑤ 意欲ある担い手、新規就農者の育成・支援 

⑥ 農村環境の維持・保全 

⑦ 流通加工施設や産直施設等への支援による地産地消の推進及び販路の拡大 

⑧ 国の新たな農業政策への的確な対応 

⑨ 内水面環境の保全と魚族資源の維持増大 
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 イ 林業の振興 

① 適切な森林整備の推進及び松くい虫防除の計画的な推進 

② 森林資源の有効活用の推進と林業所得向上の支援 

③ 森林機能の保全に係る啓発活動の推進 

 

 ウ 地場産業の振興 

① 消費者ニーズに対応した地域ブランド商品の確立 

② 地場産業施設整備の推進と関連産業の育成強化 

③ 物産展の開催など特産品の販売促進 

④ 各種支援制度の活用促進 

⑤ 地場産業の振興を担う第 3 セクターへの出資 

 

 エ 企業の誘致対策 

① 企業訪問、HPにおける情報発信等の PR活動の推進 

② 企業立地を促進するための支援 

 

 オ 起業の促進 

① 事業化に必要な情報や助成制度等を提供できる支援体制の構築 

② 共同研究、技術相談、セミナーの開催など産学官連携の推進 

 

 カ 商業の振興 

① 商店街の顔づくりや活性化イベントへの助成による賑わいの創出 

② 事業性のある事業を行う創業者・後継者の経営支援 

③ その他各種支援制度等の充実強化による商工業の振興 

 

 キ 観光・レクリエーション 

① 新たな観光資源の掘り起こしと情報発信の強化 

② 周辺観光地、関係機関等との連携強化による広域観光ルート・二次交通の整備充実 

③ 地域住民と一体となった「まちぐるみ観光サービス」の展開 

④ 地域の特色を活かした各種イベントの開催 

⑤ 日帰り（通過）型観光から滞在型観光への展開 
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【産業の振興に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

水田整備率（％） 68.2 68.9 68.9 68.9 

地域共同による農業資源管理面積の割合（％） 89.0 90.0 90.0 90.0 

振興作物の栽培面積（ha） 3,921 4,100 4,200 4,300 

森林経営計画策定面積（ha） 5,289 6,500 7,300 8,300 

素材生産量（㎥） 30,428 31,310 31,620 31,930 

里山保全活動が行われた面積（ha） 61.1 66.7 68.7 70.8 

市の支援により技術力・経営力の向上に取り組んでい

る企業数（社） 
134 123 123 123 

市街地における一日あたりの歩行者数（人） 5,845 6,000 6,000 6,000 

市街地の新規出店数（店） 6 5 5 5 

観光施設の入館者数（万人） 55.5 56.7 56.9 57.5 

広域（花巻・遠野・平泉）観光客入込者数（万人） 574.6 587.2 588.3 576.6 

イベントの来場者数（万人） 48.1 55.5 55.7 53.7 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

水田整備率（％） 68.9 69.1 69.1 

地域共同による農業資源管理面積の割合（％） 
90.4 90.0 90.0 

振興作物の栽培面積（ha） 4,475 4,500 4,600 

再造林率（針葉樹）(％) 23.3 24.0 25.0 

里山整備活動面積（a） 1,740 2,140 2,340 

市の支援により技術力・経営力の向上に取り組んでい

る企業数（社） 
187 164 164 

市街地の新規出店数（店） 4 5 5 

観光施設の入館者数（万人） 42.7 57.5 61.9 

広域（花巻・遠野・平泉）観光客入込者数（万人） 423.3 576.6 621.0 

 

 



 

- 33 - 

 

（３） 計画 

    事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

２  産業の

振興 

（１）基盤

整備  

①農業 県営経営体育成基盤

整備事業 

 砂子地区 基盤整備

66ha 

県 東和 

県営経営体育成基盤

整備事業 

 鷹巣堂 基盤整備

20ha 

県 東和 

県営農村災害対策整

備事業 

 東和南地区 水路

6,641m 

県 東和 

県営農村地域防災減

災事業 

 東和北地区 水路

5,200m 

県 東和 

県営農地中間管理機

構関連農地整備事業 

 石鳩岡地区 基盤

整備 50ha 

県 東和 

県営経営体育成基盤

整備事業 

 小山田地区 基盤

整備 92ha 

県 東和 

県営経営体育成基盤

整備事業 

 川目地区 基盤整

備 75ha 

県 東和 

県営水利施設等保全

高度化事業 

 桜留地区  水路

300m 

県 大迫 

県営経営体育成基盤

整備事業 
県 東和 
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 南滝田地区 基盤

整備 100ha 

（４）地場

産 業の 振

興 

①技能習得施設 農業施設等維持事業 市 大迫・東和 

③生産施設 生産施設等整備事業 生産組合等 大迫・東和 

6次産業化推進事業 市 大迫・東和 

（７）商業 ②その他 商業振興施設等整備

事業 

市 大迫 

（９）観光又はレクリエーショ

ン  

農村施設等維持事業 市 大迫・東和 

観光施設等維持事業 市 大迫・東和 

エーデルワイスコレ

クション展示事業 

市 大迫 

田瀬湖ボート場環境

整備事業 

市 東和 

大迫・ぶどうの丘地域

再生事業 

市 大迫 

自然環境保全施設等

維持事業 

 

市 大迫 

（10）過疎

地 域持 続

的 発展 特

別事業 

①第１次産業 森林整備事業 市 大迫・東和 

大迫地域ぶどう産業

振興事業 

市 大迫 

新規就農者支援事業 農業者 大迫・東和 

ブラウンスイスの郷

づくり支援事業 

市 大迫 

森林病害虫等防除事

業 

市 大迫・東和 

水田農業経営安定事

業 

生産組合等 大迫・東和 

花巻米生産確立支援

事業 

農業者 大迫・東和 

スマートアグリ推進

事業 

農業者 大迫・東和 

②商工業・６次産

業 

中心商店街顔づくり

事業 

商店街振興

組合等 

大迫・東和 

商店街賑わいづくり

事業 

商店街振興

組合等 

大迫・東和 

6次産業化推進事業 市 大迫・東和 

④観光 エーデルワイスコレ 市 大迫 
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クション展示事業 

早池峰自然環境保全

活動推進事業 

市 大迫 

都市農村交流推進事

業 

市 東和 

大迫あんどんまつり

開催事業 

実行委員会 大迫 

大迫ワインまつり開

催事業 

実行委員会 大迫 

大迫宿場の雛まつり

開催事業 

実行委員会 大迫 

土沢まつり開催事業 実行委員会 東和 

田瀬湖湖水まつり開

催事業 

実行委員会 東和 

ぶどう植栽記念事業 実行委員会 大迫 

体験型観光推進事業 市又は DMO 大迫・東和 

ワーケーション観光

支援事業 

市又は DMO 大迫・東和 

滞在型観光推進事業 市又は DMO 大迫・東和 

⑥その他 技能人材育成事業 市 大迫・東和 

（11）その他 森林公園施設等維持

事業 

市 大迫 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 森林整備事業 

市内での地元産木材の建築物や燃料への利用を進めるため、下刈・間伐等の森林整備を進めるほ

か、森林施業の効率化を図る森林経営計画の作成を支援する。 

② 大迫地域ぶどう産業振興事業 

大迫地域の基幹産業であるぶどう産業の維持発展を図るため、新規就農者の受入態勢の整備や大

迫ぶどう産業振興ビジョンを推進する。本事業を継続することにより、大迫に定住してぶどう栽

培を行う新規就農者が増加、また、ぶどう農家の担い手の確保、育成にも繋がっており、近年で

は、市内において新規の個人ワイナリー等が誕生するなど、地域産業の振興に大きく寄与する事

業である。 

③ 新規就農者支援事業 

主に市外で農外就業をしていた方に対して、農地の賃借料の補助や農業機械等の購入に係る初期

費用の補助等を行い、農業を中心とした定住を支援する。 

④ ブラウンスイスの郷づくり支援事業 

大迫地域における特産品及び観光資源としての活用を図るため、商品開発への支援及びブラウン
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スイス牛の PRを行う。 

⑤ 森林病害虫等防除事業 

松くい虫から民有林を守るため、駆除・樹幹注入等により、被害拡大の防止を図る。 

⑥ 水田農業経営安定事業 

農業所得の向上及び農業経営の安定化を図るため、米の需給調整に対応した、野菜や果樹、花き

の作付や牛の導入に対し、事業実施主体である花巻農業協同組合を通じて生産者に支援する。 

⑦ 花巻米生産確立支援事業 

主食用米生産者の生産意欲向上と花巻米の産地確立を図るため、稲体強化に効果のあるケイ酸を

含む土壌改良資材の購入に要する経費に対し、事業実施主体である認定方針作成者（３団体）を

通じて生産者に支援する。 

⑧ スマートアグリ推進事業 

スマート農業機器の導入により農作業の効率化、省力化等を図るため、市内農家へのスマート農

業機器の導入を支援する。 

⑨ 中心商店街顔づくり事業 

中心商店街の賑わいづくりを促進するとともに、魅力的な観光都市の創造に資するため、商店街

団体等が行う中心商店街顔づくりに要する経費を支援することにより、観光客の流入など商店街

の活性化を図る。 

⑩ 商店街賑わいづくり事業 

中小企業等の支援団体への支援、賑わいづくりイベント補助、新規出店者の創業支援等を行うこ

とで交流人口の拡大や魅力ある商店街の賑わいづくりの創出等を図る。 

⑪ 6次産業化推進事業 

農業所得の向上、農業経営の安定化及び地域活性化を図るため、農業・農村の 6 次産業化を総合

的に支援する。 

⑫ エーデルワイスコレクション展示事業 

エーデルワイスコレクションの展示等を検討する。 

⑬ 早池峰自然環境保全活動推進事業 

早池峰国定公園地域の自然環境を保全するため、登山マナー向上の呼びかけやパトロール活動な

どを行う。 

⑭ 都市農村交流推進事業 

交流のある首都圏の都市等で開催されるイベントにおいて、地域の農畜産物や伝統工芸、地域の

魅力を PR することで、交流人口、定住人口の拡大を図る。 

⑮ 大迫あんどんまつり開催事業 

お盆の風物詩として定着している大迫あんどんまつりは、花巻市指定無形民俗文化財に指定され

ており、200 年以上の伝統のある本祭りの保存、伝承を支援することにより、地域の観光資源と

して広く PRすることで、交流人口の拡大や地域産業の振興を図る。 

⑯ 大迫ワインまつり開催事業 

大迫に定着したワイン文化や農畜産物を広く発信するため、大迫ワインまつりを開催し、ワイン

や地域産業であるぶどうのファンを増やすことにより、地域産業の振興を図る。 
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⑰ 大迫宿場の雛まつり開催事業 

伝統的な雛人形を展示、公開するため、大迫宿場の雛まつりを開催し、来街者人口の増加による

中心市街地の賑わいの創出や冬期間の集客力の向上による地域経済の活性化を図る。 

⑱ 土沢まつり開催事業 

地元商店街をメイン会場として行われ、子どもから高齢者まで参加する土沢まつりを開催し、地

域内での交流のほか交流人口の増加による商店街の賑わい創出、地域産業の振興等を図る。 

⑲ 田瀬湖湖水まつり開催事業 

田瀬湖周辺の賑わいを創出するため、自然豊かな田瀬地域において、夜空と湖面を彩る花火大会、

森林や湖に親しむイベントを開催し、地域産業の振興等を図る。 

⑳ ぶどう植栽記念事業 

県内最古と言われているぶどうの樹が、現在においても大迫で現存している。昭和 24 年に当時の

岩手県知事であった國分謙吉が大迫の地にぶどう栽培を提唱し、現在においてはぶどう産地とし

て定着しているが、國分翁のこれまでの偉業を讃え、大迫地域を今後更にぶどう産地として確立

するため、記念事業を開催する。 

㉑ 体験型観光推進事業 

魅力的な観光コンテンツの創出による観光客数の増加を目指し、早池峰国定公園や田瀬湖等の自

然資源、文化遺産、ワイン等の特産品又は伝統工芸を活用した体験型観光プランの造成や、既存

の体験型観光プランの磨き上げを行う地域や事業者等を支援する。 

㉒ ワーケーション観光支援事業 

ワーケーション推進による宿泊客数の増加や交流人口拡大を目指し、体験型観光と花巻温泉郷等

との組合せ等によるワーケーションを実施する事業者等を支援する。 

㉓ 滞在型観光推進事業 

日帰り（通過）型観光から滞在型観光への転換を図るため、宮沢賢治、まつり等の各種イベント

や自然体験等の豊富な観光資源の組合せによる魅力的で多様なニーズに対応できる滞在型観光プ

ランの造成等を行う事業者等を支援する。 

㉔ 技能人材育成事業 

酒造技術者の育成と技能者の養成のため、南部杜氏協会と花巻職業訓練協会への支援を行う。 

 

（４） 産業振興促進事項 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

大迫地区・東和地区 製造業、農林水産物等販売業、 

旅館業及び情報サービス業等 

令和３年４月１日～ 

令和８年３月３１日 

 

 

 （ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

    上記（２）（３）のとおりとし、他の市町村と連携を図りながら実施する。 
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（５） 公共施設等総合管理計画との整合 

「産業の振興」の区分における公共施設等の整備については、「花巻市公共施設マネジメン 

ト計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化などの計画的な推進を図

る。 
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４ 地域における情報化 

（１） 現況と問題点 

インターネット環境など ICT（情報通信技術）の進歩により、住民の日常生活における

情報化が急速に進展している。 

近年では、スマートフォン、タブレット端末等、持ち運びに便利な情報端末が広く普及

し、また、若い世代を中心にブログや SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

等の利用が増えており、インターネットは情報収集かつコミュニケーションツールとして

生活により密着したものになっている。 

行政においても、高度・多様化する行政需要に対応するための有用なツールとして、ICT

を利活用した施策の展開が求められている。 

市では、市内に光ファイバ回線等の超高速 BB（ブロードバンド）環境が未整備の地域が

残っており、超高速 BB 利用可能世帯は、全世帯比 98.0％と、居住地域による情報格差が

課題となっていたため、国が行う高度無線環境整備推進事業などを活用し、民設民営によ

る光ファイバによる通信環境整備を行い、令和 4 年度から市内全域で光情報通信サービス

が提供される見込みとなっている。しかし、令和 2 年から高速大容量を実装した第 5 世代

移動通信システム（5G）のサービスが都市部を中心に提供開始されるなど、情報通信技術

が発展する都度、地域間での情報格差が生じる状況である。そのため、安定した情報通信

環境の維持を図るとともに、情報通信技術の発展による地域間での情報格差を解消するた

めの措置を継続的に行う必要がある。また、災害時における情報収集や安否情報、被害状

況の発信にもインターネットの利用は有益な手段となっていることから、防災拠点への超

高速通信の情報通信基盤を整備していく必要がある。さらに、防災緊急情報や市政情報等

を正確に提供するため、有線放送設備や防災行政無線の更新や整備を行い、情報伝達性を

高める必要がある。 

テレビ難視聴対策については、地上デジタル化への対応を含め終了しているが、市内 53

カ所（過疎地域においては 37カ所）にあるテレビ共同受信施設組合の中には、施設の更新

を数年後に控えているところもある。県では、テレビ共同受信施設の維持管理及び老朽化

に伴う施設改修費について、新たな支援制度の創設を国に求めているが、現時点で創設の

具体的な動きはない。今後、施設更新に係る支援要望の高まりが予想されることから、国

の動向を踏まえつつ、既存の共同受信施設等の補修更新や民間事業者が運営するケーブル

テレビ、テレビ難視聴地域においても提供の開始が見込まれている光情報通信サービスの

利用を想定したインターネット等の活用を視野にテレビ難視聴の解消に向けた取組の支援

を検討する必要がある。 

  

（２） その対策 

① 超高速通信網のエリア拡大に向けた情報通信基盤整備の要望 

② 超高速通信網の情報通信基盤の整備 

③ 防災拠点への超高速通信の情報通信基盤の整備 

④ 効果的な情報発信のための有線放送設備や防災行政無線の更新・整備 
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⑤ 既存テレビ共同受信施設の補修更新や民間事業者が運営するケーブルテレビ、テレビ

難視聴地域においても提供の開始が見込まれている光情報通信サービスの利用を想定

したインターネット等を活用したテレビ難視聴の解消に向けた取組の支援 

 

【地域における情報化に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

光通信エリア普及率（％） 95.4 100.0 100.0 100.0 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

情報通信環境（インターネット利用、携帯電話利用、

テレビ視聴等）に満足している人の割合（％） 

－ 70.0 70.0 
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（３） 計画 

    事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

３  地域に

おける情報

化 

（１）電気

通 信 施 設

等 情 報 化

の た め の

施設 

⑤防災行政用無線

施設 

広報活動事業（有線放

送機器更新等） 

市 東和 

防災行政無線等整備

事業 

市 大迫 

⑥テレビジョン放

送等難視聴解消の

ための施設 

テレビ難視聴対策事

業 

テレビ共

同受信施

設組合、

市、民間事

業者 

大迫・東和 

⑦ブロードバンド

施設 

情報通信基盤整備事

業 

市 大迫・東和 

防災拠点情報通信基

盤整備事業 

市 大迫・東和 

（２）過疎

地 域 持 続

的 発 展 特

別事業 

③その他 広報活動事業（有線放

送） 

市 東和 

テレビ難視聴対策事

業 

テレビ共

同受信施

設組合、

市、民間事

業者 

大迫・東和 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 広報活動事業（有線放送） 

有線放送による市政情報等の発信、定時放送及び臨時放送（議会放送、防災緊急放送）等を行う。 

② テレビ難視聴対策事業 

テレビ難視聴地域に居住する市民が全国・県内の世情、台風や地震などの災害情報等について他

地域と格差無く得ることができるようにするため、テレビ共同受信施設の補修更新や民間事業者

が運営するケーブルテレビ、テレビ難視聴地域においても提供の開始が見込まれている光情報通

信サービスの利用を想定したインターネット等の活用による難視聴の解消対策への支援を行う。 

 

（４） 公共施設等総合管理計画等との整合 

「地域における情報化」の区分における公共施設等の整備については、「花巻市公共施設マ

ネジメント計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化などの計画的

な推進を図る。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１） 現況と問題点 

 ア 道路・橋梁 

イ 交通確保対策 

大迫地区においては、岩手県交通㈱による路線バス 7路線が運行されていたが、平成 30

年に大迫石鳥谷線を除く路線が廃止され、代替として予約乗合バスの運行を開始しており、

地区内の交通を担っている。路線バスの廃止により、路線バス併用のスクールバスを利用

してきた小中学生は、専用スクールバスのほか、スクールタクシーにより交通手段を確保

している。また、長距離バスの大船渡・盛岡線が経由するほか、大迫・石鳥谷地域を結ぶ

路線バスの大迫石鳥谷線、大迫・花巻地域間を結ぶ自主運行連絡バスも運行され、地域間

の連絡交通を担っている。 

令和 2年度末における市道の整備状況については、大迫地区においては、改良率 42.7％、

舗装率 39.5％、東和地区においては、改良率 45.9％、舗装率 47.6％に止まっており、特

に、総体の約 80％を占める「その他市道」の整備率が低くなっており、主に地域住民の生

活道路として利用されている中にあって、現状は、未舗装道路が多数あり、幅員も狭あい

で、火災や救急時の緊急車両の通行に支障をきたす恐れがある。地域住民の安全で安心な

道路環境の確保に向け、 1級及び 2 級の市道の整備と併せ、重要度、緊急度の高いその他

市道を計画的に整備していく必要がある。 

農林道については、農業生産の基盤となる農道、間伐等の森林施業や木材の安定供給と

持続的な森林経営のための基盤となる林道のさらなる整備が望まれる。 

橋梁については、令和 2 年度で、大迫地区に 155、東和地区に 192 あり、花巻市橋梁長

寿命化修繕計画に基づく維持・修繕、架替え等の整備促進が望まれている。 

 

表 3-1 道路整備の状況【令和 2年度末】                     （単位：ｍ、％） 

区分 路線数 実延長 改良延長 改良率 舗装延長 舗装率 

大
迫
地
区 

市道計 642 405,636 173,195 42.7 160,224 39.5 

 
 

１級 14 38,694 38,534 99.6 38,564 99.7 

２級 21 43,876 41,838 95.4 42,356 96.5 

その他 607 323,065 92,824 28.7 79,304 24.5 

東
和
地
区 

市道計 923 613,566 281,595 45.9 292,128 47.6 
 
 

１級 29 63,837 63,837 100.0 63,631 99.7 

２級 43 70,001 61,825 88.3 60,058 85.8 

その他 852 479,728 155,933 32.5 168,439 35.1 

計 

市道計 1,565 1,019,201 454,790 44.6 452,352 44.4 

 
 

１級 42 102,531 102,370 99.8 102,195 99.7 

２級 63 113,877 103,663 91.0 102,414 89.9 

その他 1,459 802,793 248,757 31.0 247,743 30.9 

 

     

（資料：道路課調べ） 
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東和地区においては、岩手県交通㈱による花巻方面との路線バスが 1 路線運行され、地

域間の連絡交通を担っているほか、平成 22 年 10 月に予約乗合タクシーの運行を開始し、

平成 29年には予約乗合バスに名称を改めるとともに、前日予約型から当日予約対応型へ運

行方法を見直し、地区内の交通を担っている。また、市営バスは、利用者数が減少傾向で

あったため、平成 29 年に廃止し、市営バス併用のスクールバスを利用してきた小中学生は、

専用スクールバスのほか、スクールタクシーにより交通手段を確保している。 

両地域の路線バス・自主運行連絡バスは、いずれも利用者が年々減少傾向にあることか

ら、利用状況に応じた便数の集約や存続のための利用促進を検討するとともに、予約乗合

バスは今後も利用者数の推移を見ながら、運行内容の見直し等を検討していく必要がある。 

 

表 3-2 自主運行バス、市営バス、予約乗合バスの利用状況【令和２年度】   

（単位：人、便） 

区分 運行区間 利用者数 運行便数 
1便当たり
利用者数 

自主運行バス 

（大迫地区） 
大迫・花巻間連絡バス 大迫 BT～花巻駅 8,294 

平日 4往復 

土日祝 2往復 
3.3 

予約乗合バス 
大迫地区 大迫地区内 3,256 平日 3日 

フリー運行 

- 

東和地区 東和地区内 4,780 - 

（資料：都市政策課調べ） 

（２） その対策 

 ア 道路・橋梁 

① 幹線市道及び生活道路未改良路線の整備促進 

② 農道・林道の整備促進 

③ 歩道や橋梁等の整備促進 

④ 河川排水路の整備促進 

⑤ 長寿命化修繕計画に基づく老朽化した市道の修繕 

 

 イ 交通確保対策 

① 効率的かつ持続可能な公共交通体系の構築及び運行 

② 民間路線バス維持のための運行支援及び利用促進 

 

【交通施設の整備、交通手段の確保に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

市道の改良率（％） 56.2 56.9 57.0 57.1 

市道の舗装率（％） 52.5 53.2 53.4 53.6 

歩道の整備延長（km） 180.9 189.6 191.2 192.8 

公共バス（市運営、民間運営）の利便性に満足してい

る市民の割合（％） 

42.7 47.0 49.0 50.0 
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●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

市道の改良率（％） 57.2 57.4 57.5 

市道の舗装率（％） 53.0 53.2 53.3 

公共交通に満足している市民の割合（％） 40.1 42.0 44.0 

 

（３） 計画 

    事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設

の整備、交通手

段の確保 

（１）市町

村道 

①道路 道路維持事業 市 大迫・東和 

道路整備事業 市 大迫・東和 

交通安全環境整備事業 市 大迫・東和 

②橋りょう 橋梁維持事業 市 大迫・東和 

（３）林道 林道整備事業 市 大迫・東和 

（９）過疎

地 域 持 続

的 発 展 特

別事業 

①公共交通 予約乗合バス運行事業 市 大迫・東和 

大迫・花巻地域間連絡

バス運行事業 

市 大迫 

広域生活路線等運行対

策事業 

事業者 大迫 

公共交通確保対策事業 市 大迫 

③その他 街並み景観等整備事業 市 大迫・東和 

（10）その他 除雪機械等整備事業 市 大迫・東和 

除雪ステーション等整

備事業 

市 大迫・東和 

街並み景観等整備事業 市 大迫・東和 

総合流域防災事業 

大迫町上町地区 A＝

2,940㎡ 

県 大迫 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 予約乗合バス運行事業 

路線バスの廃止等に伴う代替の交通手段として、予約応答型の乗合バスを運行することで、市民

の生活に必要不可欠な公共交通の確保を図る。 

② 大迫・花巻地域間連絡バス運行事業 

大迫地域から市街地への通院、買い物、通勤、通学など、公共交通を必要とする市民の交通手段

を確保するため、地域間連絡バスを運行する。 
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③ 広域生活路線等運行対策事業 

地域住民の交通手段を確保するため、市内を運行している地域間を結ぶ民間路線バスのうち、利

用者の減少等により不採算路線となっている路線で、一定の補助要件を満たす路線について、路

線維持のための赤字額に対し補助を行う。 

④ 公共交通確保対策事業 

大迫地域には鉄道はなく、岩手県交通㈱が運行する大迫石鳥谷線は、重要な公共交通機関である。

市民生活に支障を及ぼさないよう、当該路線の利用促進のため、バスを利用する高校生を対象と

して、通学定期券の購入に係る一部補助等を行う。 

⑤ 街並み景観等整備事業 

昔の趣の残る建物の保存や修景の保全を図るための調査等を行うことにより、落ち着いたたたず

まいを未来への遺産として活用し、来街者の増加に繋げる。 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「交通施設の整備、交通手段の確保」の区分における公共施設等の整備については、「花巻

市公共施設マネジメント計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化

などの計画的な推進を図る。 
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６ 生活環境の整備 

（１） 現況と問題点 

 ア 水道 

令和 2年度末における水道普及率は、大迫地区において 89.0％、東和地区において 88.9％

となっており、いずれも市内全域の普及率 94.7％を下回っている状況にある。 

一方、給水区域外地域においては、自家水道もしくは集落単位の組合営水道で生活用水

が賄われている状況である。安全で安心な生活用水の供給を確保するため、浄水施設の整

備補助を推進していく必要がある。 

表 4-1 未給水地区の世帯数及び補助世帯数の内訳【令和 2年度末】（単位：世帯） 

地 区 名 給水区域外世帯数 既補助世帯数 残補助対象世帯数 

大迫地区 136 27 109 

東和地区 65 22 43 

合計 201 49 152 

（資料：生活環境課調べ）       

 イ 下水処理 

水質保全と生活環境改善のため、花巻市一般廃棄物処理基本計画に基づいた公共下水道

事業及び農業集落排水事業、浄化槽設置整備事業の区域設定により、計画的に整備を進め

ており、令和 2年度末における汚水処理施設整備率は大迫地区において 78.2％、東和地区

において 66.2％となっている。公共下水道及び農業集落排水の整備はほぼ完了しているこ

とから、今後は、個人設置型による浄化槽の設置普及を推進し、生活環境の改善とともに、

河川等の公共用水域の水質を保全していく必要がある。 

また一方で、同じく令和 2 年度末における水洗化人口割合については、大迫地区におい

て 66.6％、東和地区において 60.8％に止まっている。水洗化を阻んでいる要因の把握と水

環境保全の意識啓発に努め、利用率の向上に努めていく必要がある。 

 

表 4-2 汚水処理施設整備の状況【令和 2年度末】           （単位：人、％） 

区分 地区内人口 整備人口 整備率 水洗化人口 水洗化人口割合 

大迫地区 4,689 3,666 78.2 3,123 66.6 

東和地区 8,161 5,399 66.2 4,963 60.8 

計 12,850 9,065 70.5 8,086 62.9 

（資料：下水道課調べ） 

 ウ 廃棄物処理 

ごみ処理については、花巻市一般廃棄物処理基本計画に基づき、岩手中部広域行政組合

において共同処理を行っている。 

本市におけるごみの排出量は、東日本大震災以降、増加傾向に転じていたが、住民のご

みの排出抑制や再資源化に対する意識の向上などにより、平成 24 年度以降は減少傾向で推

移している。なお、令和 2 年度末におけるごみ搬入量は大迫地区において 1,148ｔ、東和
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地区において 1,680ｔとなっている。今後においても、住民、事業者へのごみの発生抑制

（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の 3R活動の啓発を通じて、さらなるご

みの減量や分別意識の徹底を図るとともに、ごみ処理の広域化を進めていく必要がある。

また、資源の集団回収については、実施団体数、回収量は減少傾向にあるため、より一層

の組織化を推進していく必要がある。 

し尿処理については、北上地区広域行政組合において共同処理を行っている。 

 

表 4-3 塵芥処理収集の状況                     （単位：t） 

区分 H28 H29 H30 R1 R2 

大
迫
地
区 

総計 1,249 1,236 1,229 1,224 1,148 

 
 

可燃物 1,099 1,077 1,070 1,072 997 

 
 

不燃物 115 116 120 110 108 

 
 

粗大物 2 2 3 3 3 

 
 

その他プラ・ 

ペット物 
33 41 36 39 40 

東
和
地
区 

総計 1,714 1,662 1,701 1,689 1,680 

 
 

可燃物 1,574 1,433 1,472 1,466 1,445 

 
 

不燃物 149 145 153 148 156 

 
 

粗大物 6 6 6 6 6 

 
 

その他プラ・ 

ペット物 
78 78 70 69 73 

   
  （資料：清掃センター調べ） 

 

  エ 火葬場 

本地域の火葬場は、大迫斎場が平成 7 年 3 月の供用開始から 26 年、東和斎場が昭和 63

年 3 月の供用開始から 33 年経過しており、施設の老朽化が懸念されていることから、花巻

市営火葬場維持管理計画に基づき、長寿命化等の計画的な修繕や適切な維持管理等を行い、

火葬炉等の機能低下を防止する必要がある。 

 

 オ 消防防災体制の強化 

自然災害、火災等の各種災害に対し迅速かつ適切な初動態勢が求められることから、常

備消防機関として大迫分署及び東和分署を設置し、消防・救急救助活動体制の確立を図っ

ているところである。また、非常備消防機関としての消防団は、大迫地区では、4個分団、

18個部、定数 284 名、東和地区においては、6個分団、24 個部、定数 359 名の組織構成で

運営されている。しかしながら、少子高齢化による人口減少、就業人口のサラリーマン比

率の増加等により、消防団員の確保が困難となっている。 

この現状を踏まえ、地域に根ざした消防力の充実強化を図るため、消防団員を確保する

とともに自主防災組織等との連携体制の構築が必要である。 
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消防車両、資機材及び消防水利等の施設については、山間部を抱える地域特性を考慮し

て、狭い道路でも活動可能な機動力の高い消防車両の整備を強く求められているところで

あり、消防水利については、傾斜地等で最も有効な耐震性貯水槽の整備が強く望まれてい

るところである。 

救急業務に対する需要は、今後さらに増加するものと予想されることからも、広域救急

業務体制の充実と救急業務の高度化を図りながら、近隣の各医療機関との連携強化が必要

である。 

表 4-4 消防水利の状況【令和 2年度末】               （単位：基、箇所、％） 

区分 

防火水槽 

（40㎥以

上） 

消火栓 計 
基準数 

（※1） 

充足数 

（※2） 
充足率 

大迫地区 43 92 135 57 46 80.7 

東和地区 122 248 370 148 84 56.7 

計 165 340 505 205 130 63.4 

※1 昭和 39年消防庁告示第 7号で定める基準 

※2 ※1の設置基準数に対する充足数 

（資料：消防本部調べ） 

 

 

カ 防災危機管理体制の強化 

全国的な地震災害や水害による防災意識の高まりや、自主防災組織結成に取り組む団体

の意向等を踏まえて、平成 18年度に自主防災組織支援事業を開始した。 

平成 20年度に「自主防災組織育成指導要綱」を定めて組織の育成及び指導の明確化を図

り、地域防災リーダー研修会の開催、出前講座、自主防災組織による訓練への参加・助言

等の支援を行ってきた結果、令和 3 年 3 月末現在の組織率は、大迫地区、東和地区ともに

100％となっている。今後においても、地域防災力の向上を図るために、自主防災組織の継

続を支援する必要がある。 

また、自然災害や予期せぬ危機から市民の命や財産を守るため、コミュニティ FMや防災

ラジオ等の防災情報伝達手段を整備してきた。今後は、その整備に加え、伝達手段の周知

や防災訓練の強化により、市民への確実な情報伝達体制を構築していく必要がある。 

さらに、災害時に市が開設する指定緊急避難場所までの距離が遠く、避難に時間を要す

る方への一時的な避難場所として自治公民館等を活用する場合の備蓄物資の配備や倉庫の

整備について検討するとともに、新たな避難場所となる土砂災害警戒区域外の自治公民館

等の整備を支援する可能性等について検討を行う必要がある。 

 

     表 4-5 地区別の結成状況【令和 2年度末】     （単位：世帯、％） 

地区名 
自主防災組織 

届出数 

A)構成世帯数 

(届出世帯数) 

B)地区内世帯数 

(R3.3末住民 

基本台帳) 

組織率 

(A/B) 

大迫地区 14 1,829 1,829 100.0% 

東和地区 25 3,049 3,049 100.0% 

（資料：防災危機管理課調べ） 
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キ 住宅 

市営住宅の管理戸数については、大迫地区で 4 団地 91 戸、東和地区で 8団地 106戸とな

っており、低所得者若しくは高齢者又は中堅所得者に向けた住宅形態となっている。維持

管理の状況は、将来的に解体を予定している耐震性の低い市営住宅を除き、計画的な改築

修繕等の実施により、安定的で持続的な市営住宅の供給を図ることが必要となっている。

また、障がい者世帯、子育て世帯、UIJ ターン希望者等、多種多様な居住ニーズに対応で

きる質の高い住宅の整備を実現し、市内への移住・定住を促進する必要がある。 

 

表 4-6 市営住宅の整備状況                     （単位：戸） 

  住宅名 管理戸数 構造 建設年度 

大
迫
地
区 

上の台第 2 20 準耐火平屋（1棟 5戸建て） 昭和 54年度 

上の台 10 木造平屋（戸建て） 昭和 56年度 

下中居 7 木造平屋（戸建て） 平成 3・4年度 

旭町 54 木造平屋（戸建て） 平成 8～14年度 

小計 91    

東
和
地
区 

清水ヶ丘 12 準耐火 2階（1棟 6戸建て） 昭和 48年度 

六本木 
16 準耐火 2階（1棟 4戸建て） 昭和 51年度 

10 木造平屋（戸建て） 平成 1～3年度 

滝ノ沢 6 木造平屋（戸建て） 平成 10年度 

田瀬 2 木造平屋（戸建て） 平成 11年度 

本町 3 木造平屋（1棟 3戸建て） 平成 12年度 

百ノ沢 13 木造平屋（戸建て） 平成 13年度 

松ノ木 10 木造平屋（戸建て） 平成 15年度 

赤坂 34 木造平屋（戸建て） 平成 16～19年度 

小計 106     

合計 197     

   
（資料：建築住宅課調べ） 

 

 ク 公園 

   大迫地区及び東和地区の公園について、供用開始年度の古いものは施設の老朽化が著しい

ことから、適切な維持修繕、更新等を実施し、安全で安心な公園を提供することが必要とな

っている。また、快適な公園施設を提供することで市民の利用を促進することが必要である。 

 

（２） その対策 

ア 水道 

① 未給水地区世帯における自家水道の浄水施設等の整備補助促進 

 

イ 下水処理 

① 個人設置型浄化槽設置の普及推進 

② 水洗化人口割合の向上に向けた意識啓発の強化 
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ウ 廃棄物処理 

① ごみの減量化とリサイクル活動の推進 

 

  エ 火葬場 

① 火葬場の適切な維持管理 

 

オ 消防防災体制の強化 

① 地域防災力の強化と防災意識の啓発 

② 消防団員が入団及び活動しやすい環境づくり 

③ 地域の実情に応じた消防施設等の整備促進 

④ 消防・救急救助活動体制の充実 

 

カ 防災危機管理体制の強化 

① 防災意識を高めるための防災訓練の実施 

② 自主防災組織等の活動支援 

③ 防災情報伝達手段の整備及び周知 

④ 一時的な避難場所としての自治公民館等への備蓄 

⑤ 新たな避難場所となる土砂災害警戒区域外の自治公民館の整備に対する支援の検討 

 

キ 住宅 

① 多種多様な居住ニーズに対応した質の高い住環境整備の推進 

② 既存住宅の維持修繕の推進 

 

  ク 公園 

① 公園施設の維持修繕及び更新の推進 

② 公園利用者のニーズに対応した公園施設の整備の推進 

 

【生活環境の整備に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

浄水施設等設置率（％） 49.0 61.5 64.6 67.7 

汚水処理人口普及率（％） 90.2 92.6 93.1 93.5 

水洗化率（％） 79.9 84.7 85.4 85.8 

市民一人当たりの一般廃棄物排出量【家庭系】（kg） 166.2 153.4 149.2 145.0 

市内全事業所の一般廃棄物排出量【事業系】（t） 11,021.0 11,073.0 10,680.0 10,286.0 

一般廃棄物のリサイクル率【家庭系】（％） 28.5 28.5 28.5 28.5 

人口１万人当たりの出火件数（出火率）（％） 4.3 3.7 3.7 3.7 

消防団員数の充足率（％） 86.8 94.0 94.5 95.0 



 

- 51 - 

 

自主防災組織の結成割合（％） 94.1 97.0 99.0 97.0 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

浄水施設等設置率（％） 63.5 68.8 69.8 

汚水処理人口普及率（％） 91.1 94.0 94.5 

水洗化人口割合（％） 82.4 86.2 86.6 

市民一人当たりの一般廃棄物排出量【家庭系】（ｇ/日） 576 555 547 

市内全事業所の一般廃棄物排出量【事業系】（ｔ/年） 10,691 10,135 9,745 

一般廃棄物のリサイクル率【家庭系】（％） 27.1 27.1 27.1 

人口１万人当たりの出火件数（出火率）（％） 3.6 3.3 3.3 

消防団員数の充足率（％） 89.2 87.6 87.6 

自主防災組織累計結成数（団体） 226.0 232.0 233.0 

 

（３） 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境

の整備 

（３）廃棄

物 処 理 施

設 

①ごみ処理

施設 

清掃センター改修事業 市 

大迫・東和 

（４）火葬場 斎場維持事業 市 大迫・東和 

（５）消防施設 消防庁舎整備事業 市 大迫・東和 

消防団拠点施設整備事業 市 大迫・東和 

消防水利維持管理事業 市 大迫・東和 

消防・救急救助充実強化事業 市 大迫・東和 

消防車両整備事業 市 大迫・東和 

（７）過疎

地域持続

的発展特

別事業 

（４）防災・

防犯 

避難対策事業 市 
大迫・東和 

（５）その他 市有財産適正管理事業 市 
大迫・東和 

（８）その他 公園等施設整備事業 市 大迫・東和 

避難対策事業 市 大迫・東和 
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【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 避難対策事業 

災害時における迅速な避難及び避難所の円滑な運営を行うための環境整備を行う。 

② 市有財産適正管理事業 

持続可能で健全な財政運営のため、市有財産の適切な維持管理と有効な活用を図る。 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「生活環境の整備」の区分における公共施設等の整備については、「花巻市公共施設マネ

ジメント計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化などの計画的

な推進を図る。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１） 現況と問題点 

 ア 高齢者の保健福祉 

本地域の平成 27年国勢調査時における 65歳以上の高齢者数は、大迫地区において 2,237

人（42.0％）、東和地区において 3,336 人（38.1％）と、3人に 1人以上が高齢者という超

高齢社会となっており、高齢者自身が住み慣れた地域で自らの経験と知識を活かして積極

的な役割を果たしていけるような社会づくりが求められている。 

そのため、老人クラブの活動をはじめ、高齢者が参加できる地域活動、生涯学習、スポ

ーツや文化活動等の交流活動を通じて、生きがいをもって生活できるよう支援していくこ

とが必要である。また、中山間部に暮らしている高齢者について、今後、自立した生活の

継続が困難になることが懸念されることから、高齢者のみの世帯でも安心して生活するこ

とができるための移動手段の確保、または中心部への住居確保など今後の生活継続に向け

た支援策について検討することが必要である。 

高齢者が支援や介護が必要となっても可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むために、住民から寄せられる様々な暮らしの相談に応じ、介

護サービスの提供や介護予防の推進等、医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包

括的に提供する「地域包括ケアシステム」を構築していくことが必要である。 

さらに、大迫地区における健康づくりフロンティア事業については、要支援・要介護状

態を誘因する脳卒中や心臓病等の予防対策として、継続的に実施していくことが必要であ

る。 

 

 

表5-1　老人クラブの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：クラブ、人）

クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数

大迫地区 11 296 10 273 9 249 8 247 8 232

東和地区 18 647 17 613 17 601 16 541 15 484

計 29 943 27 886 26 850 24 788 23 716

H28 H29 H30 R1 R2

（資料：長寿福祉課調べ）

区分

 
 

表5-2　介護サービス施設の整備状況【令和２年３月３１日現在】　　　　　　　（単位：施設、

大迫地区 東和地区 大迫地区 東和地区

特別養護老人ホーム 1 1 58 93

老人保健施設 1 1 85 60

デイサービスセンター 1 3 30 74

短期入所施設 2 2 空床型 空床型＋10

認知症高齢者グループホーム 1 2 18 18

小規模多機能型居宅介護事業所 1 2 25 50

地域密着型特別養護老人ホーム 1 1 29 0

計

（資料：長寿福祉課調べ）

20 567

種　　　別
施設数 定員数

 

 

 イ 児童・母子の保健福祉 

子どもを取り巻く環境は、核家族化や出生率の低下に伴う少子化の進行、女性の社会進
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出や経済情勢の変化による就労増加等により大きく変化している。 

また、それに伴い乳幼児の保育施設への入所増加や、延長保育・一時預かり等の保育サ

ービス及び保育園、幼稚園、認定こども園に対するニーズも多様化してきている。令和２

年度における要保育率は、大迫地区において 64.5％、東和地区において 70.3％であり、大

迫地区においては減少傾向にあるが、東和地区では年々上昇傾向にある。 

高まる保育ニーズに対応するため、保育園、幼稚園、認定こども園、各種保育サービス、

地域子育て支援センター、障がい児の早期療養指導、家庭相談、学童クラブの充実などを

通じての子育て支援の充実及び児童の健全育成に努めるなど、成長過程に合わせて保育園、

幼稚園、認定こども園、小中学校などの関係機関が連携を図り、安心して子育てができる

環境づくりを総合的に推進していく必要がある。 

また、ひとり親家庭の世帯においては、就労困難などによる経済的問題、家庭や子ども

の教育問題など多くの問題を抱えていることから、経済的自立の促進、家事・教育面にお

ける支援対策等を講じていく必要がある。 

また、近年では子どもの貧困が大きな社会問題となっており、特にひとり親家庭の子ど

もについては、親子関係の問題や就労問題に起因する経済的問題、子どもの教育問題等が

あり、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、問題を抱え

た家庭からの相談受付・指導援助、経済的自立の支援及び家事、教育面における支援対策

等を継続して講じていく必要がある。 

 
表 5-3 要保育児童数の状況                          （単位：人、％） 

区分 
対象児童数 要保育児童数 要保育率 

大迫地区 東和地区 計 大迫地区 東和地区 計 大迫地区 東和地区 計 

H28 116 319 435 88 195 283 75.9  61.1  65.1  

H29 107 296 403 87 186 273 81.3  62.8  67.7  

H30 118 284 402 83 189 272 70.3  66.5  67.7  

R1 111 253 364 76 176 252 68.5  69.6  69.2  

R2 107 232 339 69 163 232 64.5  70.3  68.4  

    
（資料：こども課調べ） 

  

 ウ 障がい者の保健福祉 

令和2年度における障がい者（児）手帳所持者は、大迫地区において291人（人口比6.2％）、

東和地区において 573 人（人口比 7.0％）となっている。 

障がいが発生する理由としては、加齢に伴う疾病や身体機能の低下、現代社会における

ストレスに起因するものなどが考えられる。 

障がい者が地域社会で生活を継続するためには、差別的取扱いを受けることのない合理

的な配慮がなされるとともに、障がいの特性に応じた自立支援を推進していくことや保

健・福祉サービスの十分な提供について対策を講じていく必要がある。 
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（２） その対策 

 ア 高齢者の保健福祉 

① 高齢者の社会参加の推進 

② 高齢者の生活支援の充実 

③ 高齢者の健康づくりの推進 

④ 介護サービスの充実 

⑤ 中山間部に暮らす高齢者世帯が安心して生活できる支援策の検討 

 

 イ 児童・母子の保健福祉 

① ニーズに対応した特別保育等の充実 

② 各種相談体制の充実及び集いの場の提供 

③ 各種支援制度の周知と活用促進 

④ 各種関係団体と連携した総合的な子育て支援体制の確立 

⑤ 保育園の保育環境整備 

  

 ウ 障がい者の保健福祉 

① 障がい者に対する合理的配慮の実施 

② 自立した日常生活のための支援と社会参加活動の支援 

③ 医療機関や障がい福祉サービス事業者等と連携した保健福祉サービスの充実・強化 

 

【子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

生きがいを持って暮らしている高齢者の割合（％） 77.4 78.9 79.4 79.9 

定期的に健康診断などを受けている市民の割合（％） 76.1 76.7 76.9 77.0 

高齢者が必要な時に必要なサービスを受けていると感じる

市民の割合（％） 
67.4 73.0 73.5 74.0 

市の子育て相談体制に満足している保護者の割合（％） 89.0 90.0 90.0 90.0 

障がい福祉サービスに満足している障がい者の割合（％） 83.0 88.5 89.2 90.0 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

生きがいを持って暮らしている高齢者の割合（％） 58.9 61.5 63.0 

定期的に健康診断などを受けている市民の割合（％） 72.1 78.0 79.0 

高齢者が必要な時に必要なサービスを受けていると感じる

市民の割合（％） 
71.6 72.8 73.6 
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市の子育て相談体制に満足している保護者の割合（％） 62.8 90.0 90.0 

障がい福祉サービスに満足している障がい者の割合（％） 86.6 90.0 90.0 

 

（３） 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環

境の確保、高齢

者等の保健及

び福祉の向上

及び増進 

（１）児童福

祉施設 

①保育所 保育園等整備事業 市 東和・大迫 

保育所保育環境充実事

業 
市 

大迫・東和 

（４）介護老人保健施設 老人保健施設改修事業 市 東和 

（８）過疎地

域持続的発展

特別事業 

①児童福

祉 

地域子育て支援拠点事

業 
市 大迫・東和 

放課後児童支援事業 

（学童クラブ） 

運営協議

会等 
大迫・東和 

地域子ども子育て支援

事業 

社会福祉

法人 
大迫・東和 

② 高 齢

者・障害者

福祉 

福祉相談体制充実事業 市 大迫・東和 

③健康づ

くり 

健康づくりフロンティ

ア事業 
市 大迫 

遠隔健康管理システム

運用支援事業 

東北血圧 

管理協会 
大迫 

④その他 高齢者生活支援事業 市 大迫・東和 

（９）その他 高齢者生活支援事業 市 大迫・東和 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 地域子育て支援拠点事業 

子育ての孤立化を防ぎ、子育ての不安や悩みを軽減し親子の健全な育ちを促すことを目的に、乳

幼児及びその保護者が集えるひろばを開設する。相互の交流促進を図ると共に、指導員が保護者

の不安や悩みに寄り添い、共感しながら保育の専門性を生かした支援を行うことで、保護者の子

育てに対する自信、喜びにつなげる。 

② 放課後児童支援事業（学童クラブ） 

児童の健全育成を図るため、放課後や長期休暇などの安心安全な居場所づくりと地域の交流を促

進する。 

③ 地域子ども子育て支援事業 

私立認定こども園で実施する多様な保育サービスの提供を支援及び地域での子育て活動を支援す
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ることで児童の福祉の向上を図る。 

④ 福祉相談体制充実事業 

民生委員児童委員と地域福祉相談員が連携し、一人暮らし高齢者等への訪問相談を行うことによ

り、住民から寄せられる様々な暮らしの相談に幅広く応じ、課題の解決を図る。 

⑤ 健康づくりフロンティア事業 

自らの健康に関心をもち、生活習慣を見直すことや、疾病の早期発見・早期治療につなげるため、

大迫地域の大迫・内川目・外川目・亀ケ森の 4 地区を循環して家庭血圧測定や耐糖能検査等を行

い、健康寿命の延伸を図る。 

⑥ 遠隔健康管理システム運用支援事業 

継続的な健康管理及び疾病の早期発見、早期治療に繋げるため、移動手段のない高齢者等の血圧

管理を遠隔的に行うシステムの運用に対して支援を行う。 

⑦ 高齢者生活支援事業 

中山間部に暮らしている高齢者が、自立した生活を継続していく上で不安を抱えていることから、

移動手段の確保や今後の生活継続に向けた支援の検討等を行う。 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」の区分における公共施設

等の整備については、「花巻市公共施設マネジメント計画」に定める基本的な方針に沿って、

公共施設の更新、長寿命化などの計画的な推進を図る。 
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８ 医療の確保 

（１） 現況と問題点 

大迫地区においては、唯一の有床医療機関であった県立大迫病院が、平成 19 年 4 月に入院

病床数を 19床とする診療所化が実施され、さらには平成 21 年 4月に診療所の無床化が実施さ

れた。高齢化が急速に進行する中にあって、本地区から入院施設がなくなったことは、地域住

民の大きな不安となっている。 

県立大迫地域診療センターでは、5科目の診療が行われており、内科については、常勤医師

による診療、高血圧外来、外科、耳鼻咽喉科、眼科については、週 1・2回又は月 1・2回の他

病院からの応援診療により実施されている。 

東和地区においては、民間の診療所が 2施設、公的医療機関として県立東和病院がある。民

間の診療所は、内科、小児科及びリハビリテーション科のみの診療であり、県立東和病院では、

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、脳神経内科、外科、整形外科、泌尿器科、リハ

ビリテーション科の 9科目の診療体制となっている。 

両地区においては、産婦人科や小児科など他の診療科を受診するためには、主に花巻地区の

中心部や隣接する他市の医療機関を利用せざるを得ない状況であり、患者の時間的、経済的負

担が大きくなっている。近年の医師不足等、医療を取り巻く環境は厳しいが、地域医療の中心

的役割を担っている県立病院及び診療所の機能維持・拡充について関係機関に働きかけていく

とともに、県立中部病院を中核とする地域医療連携ネットワークシステムの運営を維持してい

くことが必要である。 

 

（２） その対策 

① 医師確保及び病院機能の維持・拡充の推進 

② 救急医療体制の充実に係る支援 

③ 県立中部病院を中核とする地域医療連携ネットワークシステムの運営に係る支援 

 

【医療の確保に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

かかりつけ医を持っている市民の割合（％） 78.8 80.0 80.0 80.0 

かかりつけ歯科医を持っている市民の割合（％） 78.0 80.0 80.0 80.0 

いわて中部ネットに参加している市民の数（人） － 9,000 9,000 10,000 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

かかりつけ医を持っている市民の割合（％） 72.7 80.0 80.0 

かかりつけ歯科医を持っている市民の割合（％） 73.9 80.0 80.0 
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いわて中部ネットに参加している市民の数（人） 9,712.0 10,100.0 10,200.0 

 

（３） 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確

保 

（３）過疎

地 域 持 続

的 発 展 特

別事業 

③その他 県立中部病院連絡バス

運行事業 

市 大迫 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 県立中部病院連絡バス運行事業 

県立中部病院から遠距離にありアクセスが不便な大迫地域から、自主運行する大迫・花巻間連絡

バスの延伸による連絡バスを運行し、高次医療機関への足を確保する。 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「医療の確保」の区分における公共施設等の整備については、「花巻市公共施設マネジメ

ント計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化などの計画的な推

進を図る。 
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９ 教育の振興 

（１） 現況と問題点 

 ア 就学前教育 

少子化の進展に伴い、各地域での就学前児童数は減少傾向にあるものの、保護者の就学

前教育に対するニーズの多様化や就労形態の変化により、幼稚園、保育園、認定こども園

での教育や保育の需要が高まっており、乳幼児基本的生活習慣の確立を重点に家庭教育力

の向上を図るとともに、保幼こ小の連続性を考慮した、就学前教育の充実を図っていくこ

とが必要である。 

 

    表 6-1 就学前児童数の推移と幼稚園保育園数                     （単位：人、園） 

大迫地区 東和地区 

  H27 H28 H29 H30 R1 R2   H27 H28 H29 H30 R1 R2 

0歳 17 9 28  15  16  16 0歳 45 34 30  28  26  24 

1歳 13 16 12  31  17  14 1歳 50 46 37  32  29  26 

2歳 25 14 17  11  30  15 2歳 60 55 48  34  38  33 

3歳 20 23 15  17  11  28 3歳 52 60 55  46  34  39 

4歳 21 21 24  15  18  12 4歳 47 53 61  53  51  34 

5歳 20 24 22  22  15  17 5歳 65 48 53  60  54  53 

合計 116 107 118  111  107  102 合計 319 296 284  253  232  209 

幼稚園数 0 0 0 0 0 0 幼稚園数 1 1 1 1 1 1 

保育園数 3 3 3 2 2 2 保育園数 5 5 5 5 5 4 

（資料：花巻市年齢別人口集計、こども課調べ） 

 

  イ 学校教育 

本地域は、深刻な少子化による学校の小規模化・複式学級化が進み、教科指導、社会性

の涵養、集団スポーツや文化活動等、心身のバランスのとれた発達にとって、必ずしも望

ましい教育環境とはいえない状況となっている。そのような中にあって、大迫地区におい

ては、平成 21年度には外川目小学校を、令和 3年度には内川目小学校、亀ケ森小学校を大

迫小学校に統合し、地区内の小学校全 4校を 1 校に統合した。また、東和地区においては、

平成 20 年度には田瀬中学校を東和中学校に、平成 23 年度には地区内の小学校全 6 校を 1

校に統合し、児童生徒の教育環境の整備を進めてきている。 

学校施設面においては、昭和 43年に建築された大迫中学校の老朽化が著しく、生徒の安

全と快適な教育環境のため、令和 2年度までに改築工事を行った。また、建築後 30年以上

経過し老朽化した小学校については、国の方針により今後の改築事業の実施が難しいこと

もあり、適切な時期に改修を加えていくことで施設の長寿命化を図るとともに、快適な教

育環境を確保するため、施設の整備を図る必要がある。さらに同地区の自校式学校給食施

設についても、施設や設備の老朽化による運用コストの増大や新たな衛生管理基準への対

応を行うため、大迫中学校校舎の改築と併せてセンター化を図ったところである。 

小中学校の教育環境については、国際化、情報化の進展、若者の就業観の変化等、社会
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経済の状況の変化に対応した教育が求められる中で、一人ひとりの子どもに確かな学力を

身に着けさせるため、実態に即した教育課程の工夫改善を図りながら、学力の維持・向上

を推進することが必要である。また、地域の人材や自然、伝統文化等を学校教育に活用し

ながら、自ら考える力や豊かな人間性等を育むための教育活動を展開していかなければな

らない。 

特別支援教育については、障がいのある者と障がいのない者が可能な限り共に学ぶイン

クルーシブ教育の進展に伴い、障がいと保護者ニーズの多様化が進んでいることから、一

人ひとりの実態に応じた特別支援教育のあり方と学校における受入体制の整備が必要とな

っている。 

家庭環境や保護者の価値観が多様化しつつある状況の下、学校、保護者、地域が一体と

なって子どものためにより効果的な教育を行うためには、相互の信頼関係の強化が必要と

なっている。 

 

表 6-2 小中学校の建築後経過年数【令和 2年度】              (単位：校) 

区分 10年以内 20年以内 30年以内 40年以内 50年以内 合計数 

小学校 
大迫地区  

 
2 

 
1 

6 
東和地区 1     

中学校 
大迫地区 1    1 

東和地区  1    

(資料：教育企画課調べ) 

    表 6-3 児童生徒数の状況                    （単位：校、学級、人） 

区分 H28 H29 H30 R1 R2 

小
学
校 

学校数 
大迫地区 3 3 3 3 3 

東和地区 1 1 1 1 1 

学級数 
大迫地区 16 16 17 16 12 

東和地区 14 14 15 15 16 

児童数 
大迫地区 159 148 136 125 120 

東和地区 401 396 377 362 369 

中
学
校 

学校数 
大迫地区 1 1 1 1 1 

東和地区 1 1 1 1 1 

学級数 
大迫地区 7 6 6 5 5 

東和地区 10 9 10 8 8 

生徒数 
大迫地区 126 104 98 80 77 

東和地区 235 221 222 213 199 

（資料：学務管理課調べ） 

 

 ウ 生涯学習 

本地域における生涯学習は、各総合支所及び旧小学校区単位（大迫地区 4 カ所、東和地

区 6 カ所）に設置された各振興センターにおいて、各種講座が開設されているが、受講者

が近年減少傾向にあることから、市民のニーズにあった適切な講座の開設と広報活動の強

化が必要である。また、各振興センターにおける生涯学習については、振興センターごと

に市が地域と連携して学習機会を提供してきたが、各地域で行う講座は、地域づくりを目

的とする意味合いが強く、地域独自の課題解決に結びつく講座や親睦交流を深める事業と
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の連携など、より事業の自由度を高める意味でも地域が主体となって実施したほうが効果

的であることから、平成 28年度以降、各コミュニティ会議が主体となって実施をしていく

こととしている。このような動きの中で、市も継続して地域と連携協力し、人材の育成な

どを支援していくことが求められている。 

振興センターは、地域の活性化と自主的な地域活動を支援するために設置されたが、そ

の際、地区にこれまであった施設を利用して設置された。施設によっては、廃校になった

小中学校の利用や、昭和 50年代に整備された建物を利用しており、老朽化が進んでいるこ

とから、適切な維持管理と将来にむけて計画的な整備の検討が求められている。また、平

成 3 年に開館した東和図書館は、経年により施設の老朽化が進んでいることから、利用者

の安心安全を守るため必要に応じて施設及び設備の長寿命化等を図る必要がある。 

 

エ スポーツの振興 

スポーツ少年団活動の支援や早起きマラソンの開催などにより、地域に根ざした生涯ス

ポーツ活動が定着している一方で、令和元年度においては市民（20歳以上）の週1回以上運

動している割合は48.5%、ほとんど運動をしていない市民（20歳以上）の割合は31.6%とな

っており、運動を行う頻度を高めるための啓発活動及びきっかけ作りが必要となっている。 

競技スポーツにおいては、近年、全国規模の大会に出場する選手が増加しており、引き

続き競技レベル向上のため、指導者養成の強化を図る必要がある。また、全国規模の大会

やプロスポーツなどのトップレベルのスポーツを身近に触れることで、スポーツに対する

関心が高まり、スポーツ愛好者の増加や選手の競技力の向上が期待されることから、高速

交通網の利便性や全国有数の温泉宿泊施設、充実したスポーツ施設などの地域特性を生か

し、より一層の誘致に繋がる支援制度の構築が必要となっている。 

 

（２） その対策 

 ア 就学前教育 

① 保幼こ小の連携強化による就学前教育の充実と家庭教育力の向上 

② 就学前教育環境の整備・充実 

 

 イ 学校教育 

① 学校規模の適正化の推進と教育環境の整備・充実 

② 学力向上を目的とした教育課程の工夫改善及び教員の資質向上 

③ 国際化に対応した国際理解教育の充実 

④ 地域の特性を活かした教育の推進 

⑤ 個に応じた特別支援教育と学校適応指導の充実・強化 

⑥ 学校、保護者、地域が一体となった開かれた学校づくりの推進 

 

 ウ 生涯学習 

① 各種講座等の実施及び充実 

② 地域での生涯学習活動の支援 
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③ 地域コミュニティ生涯学習担当者の研修実施・斡旋 

④ 市ホームページ、広報紙、ＦＭはなまき、東和有線放送の活用 

⑤ 図書館の施設・設備の整備及び充実 

 

エ スポーツの振興 

① 早起きマラソンの拡充 
② 多様なスポーツ教室やスポーツイベントの開催 
③ 地域のスポーツ指導者等の養成、派遣 
④ ニュースポーツの普及 
⑤ スポーツ施設の整備、維持修繕と有効活用 
⑥ 全国大会等の派遣に対する支援 
⑦ 指導者養成や選手強化への支援 
⑧ 大規模大会や合宿等の誘致と開催支援 

 

【教育の振興に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

コミュニティ・スクールの割合（％） － 20.0 100.0 100.0 

ふれあい出前講座利用件数（件） 432 475 480 500 

スポーツ教室等（市関連事業）の参加者率（％） 15.5 15.8 16.0 16.2 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

ふれあい出前講座利用件数（件） 261.0 340.0 340.0 

スポーツ教室等（市関連事業）の参加者率（％） 3.7 16.6 16.8 

 

 

（３） 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振

興 

（１）学校

教育関連施

設 

①校舎 小中学校施設長寿命化

等改修事業 
市 大迫・東和 

⑤寄宿舎 学生寮改修事業 市 大迫 

⑧給食施設 学校給食センター改修

事業 
市 東和 
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（２）幼稚園 
幼稚園教育環境充実事

業 
市 東和 

（３）集落

施設、体育

施設等 

②集落施設 振興センター等整備等

事業 
市 大迫・東和 

生涯学習施設等維持事

業 
市 大迫・東和 

社会教育施設等維持事

業 
市 大迫・東和 

③体育施設 社会体育施設等維持事

業 
市 大迫・東和 

スポーツ施設等環境整

備事業 
市 大迫・東和 

④図書館 図書館改修事業 市 大迫・東和 

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

②義務教育 地域体験型学習事業 市 大迫・東和 

③高等教育 
大迫高等学校生徒確保

対策事業 
市 大迫 

④生涯学習・

スポーツ 
生涯学習講座開催事業 市 大迫・東和 

⑤その他 学校地域協働連携事業 市 大迫・東和 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 地域体験型学習事業 

各校における体験的な学習や生徒会ボランティア活動を支援することにより、児童生徒の自ら学

び、考え、主体的に判断し、より良く問題を解決する力（生きる力）の育成に寄与する。 

② 大迫高等学校生徒確保対策事業 

岩手県立大迫高等学校は、大迫地域唯一の後期中等教育機関であり「地域とともに歩む大迫高校」

が、地域の活性化に果たす役割が大きい。新入学者 21人以上という存続要件を満たすための入学

者増に資する事業を展開する。「地域みらい留学」事業を活用し、全国から岩手県立大迫高等学校

の入学生を募集し「高校生おおはさま留学生」として受け入れ、花巻地域での生活や地域活動な

どに意欲を有する人材を育成し、また岩手県立大迫高等学校生徒確保対策協議会事業を支援する

ことにより、生徒確保や地域振興を図る。 

③ 生涯学習講座開催事業 

市民の生涯学習のきっかけづくりや学習機会の増加を図るため、各総合支所等で生涯学習講座を

開催する。 

④ 学校地域協働連携事業 

地域ぐるみによる児童生徒の育成を進めるため、学校と地域を繋ぐ地域コーディネーターを配置

し、学校、家庭、地域が一体となった学校経営及び教育活動を推進する。 
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（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「教育の振興」の区分における公共施設等の整備については、「花巻市公共施設マネジメン

ト計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化などの計画的な推進を

図る。 
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１０ 集落の整備 

（１） 現況と問題点 

本市においては、平成 19 年度より、地域住民が地域ごとに組織した「コミュニティ会議」

を核として、地域の課題を自ら考え、行動し、解決する仕組みづくりをスタートした。 

コミュニティ会議は、大迫地区に 4 カ所、東和地区に 6 カ所設置されており、この取り組

みによって、身近な地域課題の解決が進むとともに、自らの地域を見つめ直し、地域ででき

ることを自分たちで考えようという機運が各地域で生まれてきている。 

このような状況のなか、女性や若者といった新たな参画メンバーの拡大や担い手の育成等

が課題となっていることから、今後は、これまでの取り組みを基礎に、中間支援組織のノウ

ハウを活用しながら、より地域の主体性を強化するための人材育成を行い、地域リーダーを

育成し地域主権の特色あるまちづくりを一層推進していく必要がある。 

 

表 7-1 地域課題の状況                            （単位：件、％） 

区分 H28 H29 H30 R1 R2 

大
迫
地
区 

地域課題の総件数 181 208 225 222 165 

課題解決した件数 133 172 189 186 120 

課題解決率 73.5 82.7 84.0 83.8 72.7 

課題解決に向けた事業への参加者数 2,376 2,149 2,452 2,172 1,393 

東
和
地
区 

地域課題の総件数 234 237 213 205 233 

課題解決した件数 210 184 196 194 187 

課題解決率 90.0 77.6 92.0 94.6 80.3 

課題解決に向けた事業への参加者数 3,439 3,137 2,883 3,350 3,036 

   （資料：地域づくり課調べ） 

（２） その対策 

① コミュニティ会議の担い手育成 

② コミュニティ活動拠点の計画的な整備促進 

③ コミュニティ活動の周知・啓発 

④ 持続可能な地域自治に向けた仕組みの再構築への支援 

 

【集落の整備に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

地域の総課題件数のうち、地域で課題解決した件数の

割合（％） 
84.0 85.0 85.0 85.0 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

地区の総課題件数のうち、地区で課題解決した件数の

割合（％） 
83.0 85.0 85.0 
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（３） 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整

備 

（２）過疎

地 域 持 続

的 発 展 特

別事業 

①集落整備 地域づくり活動推進

事業 

市 大迫・東和 

その他 地域協議会運営事業 市 大迫・東和 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 地域づくり活動推進事業 

コミュニティ会議が地域内の課題を把握し、自ら取り組んで解決することにより個性あふれる地

域づくりを実践するために、コミュニティ会議に対し地域づくり交付金を交付し財政的な支援を

行うとともに、中間支援組織等による地域づくりのノウハウの提供や実践者の掘り起こしの支援

を行う。また、コミュニティ会議の課題である担い手の負担を軽減するために、市とコミュニテ

ィ会議との協議の場を設け、持続可能な地域自治に向けた仕組の再構築を目指す。 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「集落の整備」の区分における公共施設等の整備については、「花巻市公共施設マネジメン

ト計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化などの計画的な推進を図

る。 
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１１ 地域文化の振興等 

（１） 現況と問題点 

ア 芸術文化活動等の推進 

芸術文化活動については、市民のライフスタイルの多様化に伴い、芸術文化に対する関

心が高まっていることから、鑑賞機会の創出と活動の場の提供が必要となっているほか、

より多くの市民が積極的に活動する機運を高めることが必要となっている。 

また、先人の顕彰については、市内先人顕彰施設での共同企画展を開催するなど、多く

の市民が地域の文化や歴史に触れ、郷土に対して誇りと愛着を持つよう先人の偉業を広く

周知するとともに、先人に関する情報を広く全国に発信し集客を高めることにより、本市

の活性化を図ることが必要となっている。 

このような状況のなか、東和地区に整備されている萬鉄五郎記念美術館は、昭和 59年の

開館から 37年が経過し、施設の老朽化や収蔵スペースの狭あい化が課題となっており、安

定的な美術鑑賞環境の確保のため、施設の改修の検討や他の既存施設を活用した収蔵庫施

設整備が必要となっている。また、近年は、当該美術館が核となり、民間団体や市民有志

との連携・協働により「街かど美術館」や「土澤アートクラフトフェア」を開催し、県内

外から多数の観光客を誘致するなど地域の活性化と賑わいづくりに大きく貢献しており、

このような活動を継続しさらに発展させるとともに、日本近代美術の先駆者とされる萬鉄

五郎を顕彰し、美術活動に親しむ機会を提供する必要がある。 

 

イ 文化財の保護・活用 

本地域には、ユネスコ無形文化遺産に登録された早池峰神楽や国指定重要文化財兜跋毘

沙門天立像など数多くの文化財がある。国指定有形文化財は 6 件、民俗文化財は 2 件、記

念物は 4件の計 12 件、県指定は、有形文化財が 17 件、民俗文化財が 9 件、記念物が 5 件

の計 31件、市指定文化財は 245 件に上る。 

これらの貴重な文化財を良好な状態で後世に引き継いでいくための指導・支援はもちろ

んのこと、市内外のより多くの方々に興味・関心を持っていただくため、花巻市博物館や 

花巻市総合文化財センター等の文化財関連施設において歴史や文化財に関する企画展等を

充実させる必要があるほか、民俗芸能の保存伝承と後継者の育成支援、発表・公園の場を

確保していく必要がある。また、広く文化財に関する情報発信を行うとともに、観光分野

との連携を強化する取組が必要である。 

 

（２） その対策 

ア 芸術文化活動等の推進 

① 萬鉄五郎記念美術館整備の検討及び既存施設を活用した収蔵庫施設の改修 

② 企画展示事業の開催 

③ 美術普及活動事業（萬鉄五郎祭等）の開催 
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イ 文化財の保護・活用 

① 文化財の適切な保存・管理と調査の推進 

② 民俗芸能の伝承活動の支援 

③ 文化財関連施設での企画展示・体験事業の充実 

④ 観光振興と連携した情報発信と地域活性化の推進 

 

【地域文化の振興等に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

この１年間に宮沢賢治記念館等の市内の先人顕彰施設を

訪れたり、郷土の先人に関するイベントに参加した市民の

割合（％） 

32.7 34.0 35.0 36.0 

この１年間に博物館等の市内の文化財関連施設を訪れた

り、文化財に関する講座・セミナー等に参加した市民の割

合（％） 

21.4 23.0 24.0 25.0 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

この１年間に宮沢賢治記念館等の市内の先人顕彰施設を

訪れたり、郷土の先人に関するイベントに参加した市民の

割合（％） 

20.2 23.0 24.0 

文化財に関する講座・セミナー等への参加者数（人） 3,481 4,500 5,000 

 

（３） 計画 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１０ 地域文

化の振興等 

（１）地域

文 化 振 興

施設等  

①地域文化振

興施設 

萬鉄五郎記念美術館

等整備事業 

市 東和 

文化財保護活用事業 市 東和 

（２）過疎

地 域 持 続

的 発 展 特

別事業 

①地域文化振

興 

萬鉄五郎記念美術館

企画展示事業 

市 東和 

萬鉄五郎祭関連事業 実行委員会 東和 

神楽鑑賞ツアー事業 実行委員会 大迫 

民俗芸能活動支援事

業 

実行委員会 大迫・東和 
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先人顕彰推進事業 市 大迫・東和 

（３）その他 埋蔵文化財保全事業 市 東和 

 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 萬鉄五郎記念美術館企画展示事業 

萬鉄五郎の画業を顕彰するとともに、優れた美術作品の鑑賞機会を提供する。 美術館が企画展示

事業及び関連事業を展開し参加、鑑賞の機会を提供することで、先人の理解を深めるとともに、

芸術文化に関心や親しみを感じる市民等の増加を目指す。 

② 萬鉄五郎祭関連事業 

郷土の先人である萬鉄五郎の画業を顕彰するともに、実地に美術活動に取り組む機会を提供し、

郷土の先人の理解を促進・深化させ、美術活動に取り組む市民を増加させるとともに芸術文化に

触れる機会を創出する。 

③ 神楽鑑賞ツアー事業 

国指定無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産に登録されている早池峰神楽等の定期公演を旅行

業者とタイアップして行い全国各地から神楽ファンを呼び込むことで、公演会場周辺の商店街の

賑わいも創出される。 

④ 民俗芸能活動支援事業 

民俗芸能を披露、鑑賞する機会等を提供する等、民俗芸能活動を支援することで、市内の団体は

もとより、全国の民俗芸能団体との交流、来場者への鑑賞機会の提供等を通じ、民俗芸能団体の

イメージアップや伝承活動の充実、さらには地域の豊かな文化遺産の活用による文化振興と地域

の活性化を図る。 

⑤ 先人顕彰推進事業 

市内文化施設の利用促進を図るため、各施設特別展の開催期間を合わせた共同企画展を開催する

ほか、花巻の先人であり功績を残しながらも埋もれている先人を、広く市民に紹介する。市民が

地域の歴史や文化に触れることにより、郷土に誇りと愛着を持つ心を醸成するほか、観光客が花

巻の先人を理解することにより再訪への足がかりを作る。 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「地域文化の振興等」の区分における公共施設等の整備については、「花巻市公共施設マネ

ジメント計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化などの計画的な

推進を図る。 



 

- 71 - 

 

１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１） 現況と問題点 

地球規模で進行している温暖化を防止するためには、市民一人ひとりが普段から実践す 

   る地球にやさしい行動がますます大切であることから、継続的に啓発していく必要がある。 

また、温暖化の主な要因とされる二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減を図るために

は、再生可能エネルギーの導入は必要である。今後は、COP21 で採択された「パリ協定」

を実行するための国の施策に対応しながら、家庭や事業所で取り組める温室効果ガス排出

削減行動の情報提供を図るほか、公共施設では、設備の更新や施設の長寿命化の時期に併

せた施設の省エネ化や、再生可能エネルギー導入について推進する必要がある。 

 

（２） その対策 

    ① 日常生活や事業活動における温室効果ガスの排出削減に関する意識啓発 

    ② 民間事業者等による再生可能エネルギー導入への支援 

③ 公共施設の高断熱化など省エネ性能の向上及び高効率機器の導入 

④ 公共施設への再生可能エネルギーの導入の検討 

     

【再生可能エネルギーの利用の推進に関する目標】 

●R3-R5 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン） 

基準値 

（H30） 
R3 R4 R5 

環境にやさしい取組を行っている市民の割合（％） 58.3 65.0 67.5 70.0 

 

●R6-R7 指標名及び目標値 

指標名 

（出典：第 2 次花巻市まちづくり総合計画前期アクションプラン） 

基準値 

（R4） 
R6 R7 

環境にやさしい取組を行っている市民の割合（％） 57.0 58.5 60.0 

 

※「再生可能エネルギーの利用の推進」に関する目標値について、準用している「花巻市まちづくり総合計画第 3期中期プラン」

の計画期間が令和 5年度までであるのに対し、本計画の計画期間は令和 7年度までとなっている。令和 6 年度以降の本計画にお

ける「再生可能エネルギーの利用の推進」に関する目標値については、新たな総合計画やその実施計画等において設定する目標

値を準用し、本計画の変更を行う。 

 

（３） 計画 

    事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１１  再生

可能エネル

（１）再生可能エネルギー利用

施設 

避難施設等太陽光発

電等設置事業 

市 大迫・東和 
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ギーの利用

の推進 

（２）過疎

地 域 持 続

的 発 展 特

別事業 

①再生可能エネ

ルギー利用 

環境学習推進事業 市 大迫・東和 

（３）その他 街路灯 LED 化リース

事業 

市 大迫・東和 

【過疎地域持続的発展特別事業の概要】 

① 環境学習推進事業 

環境に配慮したまちづくりを行うため、市民が環境について自ら学ぶ機会を提供する必要があ

ることから、環境マイスター派遣事業や環境学習講座の開催、環境教育の推進等を実施する。

市民が環境について自ら学び、市民の環境保全に対する意識の高揚が図られることにより、環

境にやさしい取組を行っている市民の割合の向上が見込まれる。 

 

（４） 公共施設等総合管理計画との整合 

「再生可能エネルギーの利用の推進」の区分における公共施設等の整備については、「花巻

市公共施設マネジメント計画」に定める基本的な方針に沿って、公共施設の更新、長寿命化な

どの計画的な推進を図る。 
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

①移住・定住 移住・定住促進等対策事業 市 大迫・東和 

地域おこし促進事業 市 大迫・東和 

婚活支援団体育成事業 市 大迫・東和 

シティプロモーション推進事

業 

市 大迫・東和 

定住促進事業 市 大迫・東和 

②地域間交流 国際姉妹都市等交流推進事業 市 大迫 

④その他 ベルンドルフ市周年記念事業 市 大迫 

花巻クラフトワイン・シードル

ブランド化推進事業 

市 大迫・東和 

２  産業の

振興 

①第１次産業 森林整備事業 市 大迫・東和 

大迫地域ぶどう産業振興事業 市 大迫 

新規就農者支援事業 農業者 大迫・東和 

ブラウンスイスの郷づくり支

援事業 

市 大迫 

森林病害虫等防除事業 市 大迫・東和 

水田農業経営安定事業 

生産組合

等 

大迫・東和 

花巻米生産確立支援事業 農業者 大迫・東和 

スマートアグリ推進事業 農業者 大迫・東和 

②商工業・６次産業 

中心商店街顔づくり事業 

商店街振

興組合等 

大迫・東和 

商店街賑わいづくり事業 

商店街振

興組合等 

大迫・東和 

6次産業化推進事業 市 大迫・東和 

④観光 エーデルワイスコレクション

展示事業 

市 大迫 

早池峰自然環境保全活動推進

事業 

市 大迫 

都市農村交流推進事業 市 東和 

大迫あんどんまつり開催事業 

実行委員

会 

大迫 

大迫ワインまつり開催事業 

実行委員

会 

大迫 
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大迫宿場の雛まつり開催事業 

実行委員

会 

大迫 

土沢まつり開催事業 

実行委員

会 

東和 

田瀬湖湖水まつり開催事業 

実行委員

会 

東和 

ぶどう植栽記念事業 

実行委員

会 

大迫 

体験型観光推進事業 

市 又 は

DMO 
大迫・東和 

ワーケーション観光支援事業 

市 又 は

DMO 
大迫・東和 

滞在型観光推進事業 

市 又 は

DMO 
大迫・東和 

⑥その他 技能人材育成事業 市 大迫・東和 

３  地域に

おける情報

化 

③その他 広報活動事業 

（有線放送） 

市 東和 

テレビ難視聴対策事業 テレビ共同受

信施設組合、

市、民間事業者 

大迫・東和 

４  交通施

設の整備、交

通手段の確

保 

①公共交通 予約乗合バス運行事業 市 大迫・東和 

大迫・花巻地域間連絡バス運行

事業 

市 大迫 

広域生活路線等運行対策事業 事業者 大迫 

公共交通確保対策事業 市 大迫 

③その他 街並み景観等整備事業 市 大迫・東和 

５  生活環

境の整備 

④防災・防犯 避難対策事業 市 大迫・東和 

⑤その他 市有財産適正管理事業 市 大迫・東和 

６  子育て

環境の確保、

高齢者等の

保健及び福

祉の向上及

び増進 

①児童福祉 地域子育て支援拠点事業 市 大迫・東和 

放課後児童支援事業 

（学童クラブ） 

運営協議

会等 
大迫・東和 

地域子ども子育て支援事業 
社会福祉

法人 
大迫・東和 

②高齢者・障害者福祉 福祉相談体制充実事業 市 大迫・東和 

③健康づくり 健康づくりフロンティア事業 市 大迫 

遠隔健康管理システム運用支

援事業 

東北血圧 

管理協会 
大迫 

④その他 高齢者生活支援事業 市 大迫・東和 
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７  医療の

確保 

③その他 県立中部病院連絡バス運行事

業 

市 大迫 

８  教育の

振興 

②義務教育 地域体験型学習事業 市 大迫・東和 

③高等教育 大迫高等学校生徒確保対策事

業 
市 大迫 

④生涯学習・スポーツ 生涯学習講座開催事業 市 大迫・東和 

⑤その他 学校地域協働連携事業 市 大迫・東和 

９  集落の

整備 

①集落整備 地域づくり活動推進事業 市 大迫・東和 

１０  地域

文化の振興

等 

①地域文化振興 萬鉄五郎記念美術館企画展示

事業 

市 東和 

萬鉄五郎祭関連事業 

実行委員

会 

東和 

神楽鑑賞ツアー事業 

実行委員

会 

大迫 

民俗芸能活動支援事業 

実行委員

会 

大迫・東和 

先人顕彰推進事業 市 大迫・東和 

１１  再生

可能エネル

ギーの利用

の推進 

①再生可能エネルギ

ー利用 

環境学習推進事業 市 大迫・東和 

 


